
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会議名称 令和５年度 第３回 伊達市健康づくり推進協議会定例会議 

議  題 

(1) 報告事項 

・第２回定例会議後の経過とパブリックコメントの結果について 

(2) 協議事項 

・第３次健康づくり伊達 21（案）について 

開催日時  令和６年３月５日（火）午後６時 30 分から午後６時 41 分まで 

場  所  伊達市保健センター 

出 席 者 
 委員 12 名（欠席者３名） 

所属部課名 健康福祉部健康推進課 

公  開 
非 公 開 
の  別 

☑  公 開 傍聴者の人数 なし 

□  非公開 非公開の理由  

【会議の概要】 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議事 

(1) 報告事項 

第２回定例会議後の経過とパブリックコメントの結果について 

  ＜質疑応答＞ 

   なし 

  

(2) 協議事項 

第３次健康づくり伊達 21（案）について 

＜質疑応答＞ 

なし 

 

本計画について承認を得た。 

 

４ 閉会 

 



令和５年度 伊達市健康づくり推進協議会（第３回）定例会議 

 

 

日時 令和６年３月５日(火) 

             午後６時 30 分より 
  

会場 伊達市保健センター 

 集団検診室 

 

 

 〈会議次第〉 

 

１．開会 

 

 

２．会長挨拶 

 

 

３．議事 

 

 (1) 報告事項 

・第２回定例会議後の経過とパブリックコメントの結果について 資料 1 ・資料 2 

 

(2) 協議事項 

・第３次健康づくり伊達 21（案）について 資料 3-1・資料 3-2             

 

   

４．その他 

 

 

５. 閉会 
 



第２回定例会議（策定委員会）後の経過について                      資料１ 

 

１．経営会議の開催 （令和6 年1 月15 日）                                                

・経営会議は市政の基本方針及び重要施策等を審議決定するとともに、重要な事項の調整を行うことを 

目的として設置されており、市長主宰のもとに、副市長、教育長及び部長職をもって構成されている。 

・「第３次健康づくり伊達２１（案）」についての審議を実施。 

  

 ＜審議結果＞ 

 ・計画（案）内容の修正に係る意見なし。 

  

２．市民意見の公募（パブリックコメント） の結果 

・意見内容については、資料2  参照 

 

「第３次健康づくり伊達21」の策定

令和６年１月17日（水）から２月15日（木）まで

（３０日間）
募 集 期 間

案 件 名

名 ）
（ 意 見 提 出 者 数 ）

件 （ 3
有 効 な 意 見 の 件 数

19

名 ）
無効となった意見件数

反　映
意見の全て、または一部を
案に反映するもの

無 記 名 な ど に よ り
0 件 （ 0

6 件

有 効 な
既登載 既に案に盛り込んでいるもの 2 件

意 見 の 取 扱 い

0 名

11 件

電子メール 2 名

その他
その他の意見・今後の参考として
伺ったもの

郵送

※意見番号数：17件

ファクシミリ 1 名

直接持参
（担当課窓口・意見投函箱）

0 名

有 効 な

意 見 の 提 出 方 法



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

意見
番号

 これまで、依頼のあった企業への健康
教育・個別健康相談を実施してきました
が、いただいた意見を参考に50人未満の
中小企業の健康管理体制について、幅広
く実態を把握した上で、必要な取り組み
を検討してまいります。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

提出された意見の内容 回答内容

既登載

その他

　事業所との連携について
　
　労働安全衛生法では事業所の規模に関
わらず、従業員に対して定期の健康診断
をすることになっています。特に、50人
未満の事業所では、職員の健康管理にま
で手が回らず、健康診断の結果が要医療
等になっていても放置されていることが
予想されます。
　そこで、事業所と提携を結び本人の了
解を得て、Ⅱ度以上高血圧、HbA1c（ヘモ
グロビンエーワンシー）7.0以上およびγ
GTP（ガンマジーティーピー）400以上
（アルコール依存症の可能性）の従業員
を事業所から市役所に報告してもらい、
事業所と市役所が連携して事後指導をす
ることを提案します。

反　映

1-11

資料２



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　血圧計の貸し出しについて

　家庭血圧を測定することが薦められて
いますが、血圧計がある家庭は30％程度
であったかと思います。
　市役所で貸し出し用の血圧計を用意
し、健診等で高血圧が疑われた場合に、
家庭や事業所に血圧計を貸し出してはい
かがでしょうか。
　朝と晩の血圧を数日間測定してもら
い、受診の判断目安や治療のベースライ
ンとして活用できると思います。

反　映

1-21

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

　健診で血圧が高めの方に保健指導する
際は、必要に応じて血圧記録表をお渡し
して家庭血圧を計測した上で、受診する
ように勧めています。
　血圧計の貸し出しは適切な受診につな
がる手段の一つとして今後の参考にさせ
ていただきます。
　まずは、保健センター来所による血圧
測定・健康相談の勧奨や市内で血圧測定
できる施設を周知し、多くの市民の皆さ
んが血圧に関心を持てるよう取り組みを
進めてまいります。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　睡眠状況の調査について

　案の７、市民の生活習慣と健康状態
(3)休養・こころの健康　①睡眠で十分休
養がとれている人の割合で、睡眠で十分
休養がとれている人の割合が80％程度と
記載されていますが、就労している年齢
層では異なるのではないかと思います。
睡眠時間では男女差もあるといわれてい
ます。
　OECD（経済協力開発機構）諸国のなか
で、日本人の睡眠時間は最短であり、睡
眠時間の確保が必要といわれています。
　そこで、市民の睡眠時間のデータを取
得することが望ましいと思います。とり
あえず、限られた対象集団（例：市役所
職員）で、スマホの睡眠アプリを活用し
たデータの収集を考慮してはいかがで
しょうか。

反　映

1-31

提出された意見の内容 回答内容

その他・反　映

意見
番号

【その他】
ご指摘のとおり、厚生労働省が実施して
いる「国民健康・栄養調査」では、20～
50代は他の世代と比較して平均睡眠時間
が短いことが判明しています。主な理由
は、仕事や家事、就寝前の携帯電話や
ゲームの使用があげられており、当市に
おいても同様の傾向にあることが推測さ
れます。
　睡眠の質と心身の健康に相関があるこ
とは明らかであるため、いただいたご提
案は、分析を深める際の調査方法として
参考にさせていただきます。
　

【反映】
いただいた意見を参考に、就労者をはじ
め、すべての世代が睡眠の重要性への理
解を深められるように普及啓発に努めて
まいります。
そのため、
38ページ（２）行政の取り組み
「こころの健康に関する情報提供」
・広報紙やパネル展示、健康教育等で、
各世代に向けたこころの健康に関する情
報提供
を
「質の良い睡眠やこころの健康に関する
情報提供」
・広報紙やパネル展示、健康教育等で、
各世代に向けた質の良い睡眠やこころの
健康に関する情報提供
と表記することにいたします。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　睡眠時無呼吸症候群への対策について

　睡眠時無呼吸症候群の罹患割合は４％
程度といわれています。この症候群は脳
卒中等の重大な疾患のリスクファクター
であり、軽視できません。
　そこで、問診票（ESSなど）による患者
の発見や希望者へのパルスオキシメー
ター（睡眠中の酸素飽和度と脈拍を測定
する）の貸し出し等を考慮してはいかが
でしょうか。

反　映

1-41

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

　ご指摘のとおり、睡眠時無呼吸症候群
は軽視できない健康問題です。そのた
め、疾病やセルフチェック方法を広く周
知し、危険性の高い方が早期に受診につ
ながることが重要です。
　また、医療機関を受診し、医師の指示
のもと測定することが適切な診断につな
がると考えております。
　意見番号1‐3と同様に、広報紙や健康
教育等で睡眠に関する情報提供を行い、
普及啓発に努めてまいります。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　人工透析対策について

　健康診断でのeGFR（イージーエフアー
ル）の測定を普及し、eGFR値が低下する
速度が速い人や40～50％を切りそうな人
に対する早期の介入を考えてはいかがで
しょうか。

反　映

1-51

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

　案12ページに掲載のとおり、生活習慣
に起因する疾病による人工透析の開始が
多くの割合を占めている現状を踏まえ、
eGFRの測定や結果に基づく保健指導など
の取り組みを行っております。
　今後も高血圧、糖尿病等の生活習慣病
予防や重症化予防対策を継続してまいり
ます。

既搭載

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　子どもの近視対策について

　ゲーム機やスマホなどの利用によっ
て、近視人口の拡大が懸念されていま
す。これを放置すると、視覚障碍者が増
加すると危惧され、伊達市でも何らかの
対策が必要であると思います。
　学校や家庭を通して、
　①外遊び時間を増やしスマホやゲーム
機の利用時間を
　　減らすこと
　②画面と眼の距離を離すこと
　③機器利用中に時々眼を休ませること
などを周知・実践することが必要と思い
ます。

反　映

1-61

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

　学校等と連携を図り、引き続き眼の健
康やメディアの利用法について普及啓発
を進めてまいります。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　38ページ　(2)行政の取組について

　心理士による定期的な相談
　１～２か月に１回程度、市の主催で、
（医療機関等に依頼して勤務している）
心理士による個別相談を開催し、子育
て、家族関係、職場でのいじめ・人間関
係などの相談に対応していただいてはい
かがでしょうか。

反　映

1-71

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

　各種相談窓口の体制については各ライ
フステージや分野別の相談窓口が設置さ
れておりますことから、市民の皆さんの
ニーズに応じることができるよう、相談
窓口の周知やニーズの把握に努めてまい
ります。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

提出された意見の内容 回答内容
意見
番号

意見
提出者

反　映

　第３次計画につきましても具体的取り
組みを進め、本推進会議により定期的に
評価・意見聴取を行いながら、目標達成
に向け努めてまいります。

その他

既登載

その他

　第３次健康づくり伊達２１計画につい
ては、各項目別にコンパクトにまとめて
あり、大変わかりやすいと思います。
　これらの行動目標の取り組みについ
て、どのように市民に推進していくかが
問題であると思いますので、健康づくり
伊達２１推進会議で各行動目標について
具体的取り組みをするため、市民の意見
を聴取し目標達成をしていただきたいで
す。

2-12



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-1

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

用語解説について

「地域包括連携協定」など、もう少し説
明があると良い単語がありました。

反　映

既登載

反　映
ご指摘のとおり、本計画内容をより理解
いただくため、27ページの用語解説に、
地域包括連携協定についての説明を掲載
いたします。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-2

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

P4-28 第３章について
　伊達市の現状と課題をまとめていただ
き大変参考になりました。
ただしもう少し課題抽出のために掘り下
げて分析をした方が良いと思われる項目
が多数見られました。
例えば、飲酒・喫煙の多さは他の健康状
態にも与える影響の多い改善すべき習慣
であることは言うまでもありませんが、
世代ごとの多い少ないだけで止まってい
るので、「なぜ多いのか」背景などを探
れずにいるように思います。世代以外に
「どのような人に多いのか」調査されて
いますか？例えば職業ごとに違いはない
でしょうか。また、教育や影響という点
では親や親戚が子供に与える影響などを
考えてみたことはありますか？　時間を
かけた調査が必要になると思いますが、
例えば、喫煙率・飲酒率の高い家庭で
育った子供の喫煙・飲酒率なども調べて
みても良いのではないでしょうか。同じ
ことは「欠食率」「野菜摂取量」「運動
習慣のあるなし」などなどいくつかの項
目でも言えることです。
長期計画であるということは健康づくり
そのものだけでなく、長期に渡る調査分
析も計画できるということです。そう
いった課題を明確にする調査分析と今後
の計画も入れていただきたいと思いま
す。それらがないために、たくさんの
データを整理して表記していますが、要
因分析がしきれず、その後の目標設定と
具体的取り組みの焦点が絞れなくなって
いるという印象を強く受けています。

反　映

既登載

その他
ご指摘のとおり、本計画は国や北海道と
比較できるデータを中心に分析してお
り、分野ごとの詳しい分析が十分に検討
できていない部分も認められます。
そのため、いただいた意見は、分析を深
める際の調査方法として参考にさせてい
ただきます。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】 ： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】 ： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】 ： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他

P27の健康づくりサポーター事業について

市民が主体的に市と協働して健康づくり
を進める一事業として重視していること
が伝わり、関わっている者として嬉しく
思いました（今後も頑張っていこうと思
えました）
一方で認知度について、若い世代や健康
無関心層へのアプローチが必要であると
いうまとめになっていましたが、これは
何かこれらの層に足りないという根拠が
あったのでしょうか？健康に関心の高い
層の利用が多かったとするデータがどこ
からきたのかも含め表現が大変気になり
ましたので、ご説明いただきたいです。

反　映

既登載

反　映
記載したデータは、健康づくりサポー
ター事業の利用者を対象としたアンケー
ト結果となっております。日ごろから健
康づくりに積極的な高齢者団体等のデー
タが多く集まったことから、若い世代や
健康無関心層へのアプローチが必要であ
ると分析いたしました。
いただいた意見を参考に、わかりやすい
表現に改めることといたします。

27ページ
「健康づくりサポーターの認知度は徐々
に上昇しつつありますが、これまでは比
較的健康に関心の高い層の利用が多かっ
たことから、今後は若い世代や健康無関
心層へのアプローチが必要です。」
を
「健康づくりサポーターの認知度は徐々
に上昇しつつあります。今後はより幅広
い世代の利用に向け、若い世代や健康無
関心層へのアプローチが必要です。」
と表記することといたします。

3 3-3

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3-4

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他・反映

その他

P29 第4章　基本方針について

（１）「理念/目的」「方針」「目標」
などよく使われる言葉ですが、それぞれ
の言葉の意味を正しく把握し使う必要が
あると考えます。
冒頭にある基本理念（目的）は、伊達市
のこの事業の根幹であり不変であるもの
になると思われますが、これは第２次と
変わりありませんか（調べている時間な
くお聞きしてすみません）
その上で「目標」とは今回の12年間で目
指すべき指標＝目標だったでしょうか。
12年間の目標は長期目標といえます。途
中での見直しについて触れられていまし
たが、中期短期目標を立てるのは難し
かったでしょうか。

（２）方針とは進むべき方向のことで
す。細かいようですが章のタイトルとし
て「基本方針」とするのは内容の一部し
か示していないため、そぐわないように
も思いました。

反　映

既登載

（１）
【その他】
本計画の基本理念は、「第２次健康づく
り伊達21」の理念をもとに、SDGｓ（エ
ス・ディー・ジーズ）といった時代の変
化を反映し設定しております。また、短
期中期目標の設定については、「健康日
本21（第３次）」や「すこやか北海道
21」との整合性を図るため市独自に設定
せず、毎年実施する「伊達市健康づくり
推進協議会」において評価・意見聴収を
行うとともに、中間評価では国や北海道
の中間評価と比較しつつ、見直しを行い
進行管理に努めてまいります。

（２）
【反映】
ご指摘のとおり、29ページの「第４章
基本方針」は、「２　計画の基本方針」
と重なる表題であることから、よりわか
りやすい表現に改めることといたしま
す。
「第４章　基本方針」を
「第４章　第3次健康づくり伊達21の目
指す姿」と表記することといたします。

3



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-5

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

P31 第5章について
　
全体を通して、ここも言葉の使い方と項
目が気になりました。
各項目において冒頭にある「行動目標」
ですが、これだけで目標は充分でしょう
か？
「行動目標」とともに「状態目標」を示
す必要はないでしょうか？順序的にも
「状態目標」が明確に挙げられた上でそ
れに続く「行動目標」であればスムーズ
ですが、それがないためどのような状態
を目指すのかが全て分野においてぼやけ
ているように思います。数値目標はその
一つで、達成度を評価する上でも重要で
あり全体を判断できるものを選びあげて
おくべきだと思います。ただ、数値目標
だけが目指す状態目標ではないと思いま
すので、まず「基本理念」「基本目標」
につながる分野ごとの「状態目標」を示
された上で、それを明確にする「数値目
標」があり、そのための「行動目標」を
示す。そして現段階で挙げられる「具体
的取り組み」を紹介するという並びが良
いのではないでしょうか。並び方はお任
せするとしても「状態目標」と「行動目
標」を整理して掲げていただきたいで
す。

反　映

既登載

既搭載
ご意見にあります「状態目標」は、本計
画における「８．主要な健康課題」（28
ページ）に記載しており、各分野の「行
動目標」は、主要な健康課題に沿って設
定しております。
「市民の行動目標」は市民の皆さんが目
指す姿であり、市民と関係団体、行政等
が一体となって取り組みを進めていける
よう記載しているものです。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-6

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

P31 生活習慣病について

これは表現から受ける印象もあるのです
が、「がん教育をとおして、正しい生活
習慣の知識を身につける」という表現は
気になりました。極端な拾い方をすれば
「生活習慣が悪かったからがんになっ
た」とも受け取れます。そういう意味で
ありそういう教育を子供達にするという
意味だったでしょうか？生活習慣病や病
気がなぜ起きて、どのように重症化して
いくのか、二次障害とは何か、障がいと
は何か、老いるとはどういうことで何が
起きるのか、など子供の頃から正しく学
ぶことは大変有意義で必要なことだと思
います。特に健康課題にあがっている生
活習慣病への一般的な流れや、脳血管障
害後遺症による障がいや高齢による要介
護状態など、上手に子供の頃から伝える
ことは、12年という長期計画において必
ず効果が現れるものだと思うだけに、な
ぜそれらとは直接因果関係を持ちにくい
悪性新生物・がんを題材に示されたの
か、合わせてお聞きしたいです（間接的
な影響はあるものですが）

反　映

既登載

反　映
当市のがん教育は「伊達市がん対策推進
条例」及び「伊達市の教育」に基づき、
学校と連携してすでに取り組んでいるこ
とから、題材として計画に記載いたしま
した。内容につきましては、学習指導要
領や「学校におけるがん教育の在り方に
ついて」に明記されている生活習慣病の
予防と回復等の視点を重視しており、が
ん教育の場を活用することで、幅広く生
活習慣病予防や望ましい生活習慣の獲得
について啓発できるものと考えておりま
す。今後も学校と連携を図り様々な場で
生活習慣病予防や正しい生活習慣の獲得
について取り組みを進めてまいります。

いただいた意見を参考に、
【乳幼児・学童期の行動目標】
「がん教育をとおして、正しい生活習慣
の知識を身につけよう」を
「正しい生活習慣の知識を身につけよ
う」に表記することといたします。
【（２）行政の取り組み】
「がん教育を通じて正しい生活習慣につ
いて啓発」を
「がん教育等を通じて正しい生活習慣に
ついて啓発」に表記することといたしま
す。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-7

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

P33 栄養・食生活について

行動目標の中身をもう少し「現状と課
題」に合わせて整理し示すことはできな
いでしょうか。数値目標で後から評価し
きれないような項目もあり途中や終了時
に目標達成率を評価できるか疑問も残り
ます。

反　映

既登載

反　映
本計画は、市町村食育推進基本計画とし
ても位置付けていることから、その趣旨
を含めた行動目標を設定しました。
栄養・食生活の健康課題に絞った市民の
行動目標に整理することで、より実践に
つながると判断しましたので、いただい
た意見を参考に、よりわかりやすい表記
に改めます。
市民の行動目標を
「朝食をとり、健康的な食生活を実践し
よう」
「適正体重の維持に努めよう（高齢期は
やせに気をつけよう）」
「伊達野菜や果物を今より１皿増やそう
（野菜から食べよう）」
と表記することといたします。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-8

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

P35 身体活動・運動について

現状と課題では２極化が指摘されていた
かと思います。運動習慣がある人がなぜ
そのような状態になったのかの分析がも
う少しできれば、ない人にある人が好影
響を与えたり、支援者がない人に習慣を
持たせるヒントを得ることもできるので
はと思いました。そういう意味でも運動
習慣のある人へのアプローチをどう考え
ているのかについてお聞きしたいです
（そこに市民の主体的な取り組みへのヒ
ントがあると考えています）。

反　映

既登載

その他
運動習慣のある人は現在の取り組みを継
続するとともに、運動習慣がない人を
誘って仲間と楽しく運動できる環境づく
りに向けたアプローチを進めていきたい
と考えております。いただいたご意見を
参考に、今後も取り組みを検討してまい
ります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

3 3-9

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

喫煙・飲酒について

意見番号3‐2として少し触れましたが、
現状と課題を分析することで違うアプ
ローチが見えてくると思います。大人が
子供に与える影響や職業別の対策が必要
だと感じていますが、まずはもう少し
データを持っているのかをお聞きしたい
です。

反　映

既登載

その他
喫煙に関するデータは、健診受診者（40
歳以上）の喫煙率、乳幼児健診や妊娠届
出時における父母の喫煙率（20～40代）
について把握しております。
飲酒に関するデータは、健診受診者（40
歳以上）の飲酒量・飲酒頻度、特定保健
指導実施者の飲酒状況、妊娠届出時の飲
酒状況について把握しております。



資料3-1 

第３次健康づくり伊達21（案）修正一覧 

ページ 項目 修正内容 説明 

27 第３章  
伊達市の健康をとりまく現

状と課題  
７ 市民の生活習慣と健康

状態  
(7)健康を支える社会環境

整備  
①健康づくりサポーター事

業  
 

「健康づくりサポーターの認

知度は徐々に上昇しつつあり

ますが、これまでは比較的健

康に関心の高い層の利用が多

かったことから、今後は若い

世代や健康無関心層へのアプ

ローチが必要です。」  
     ↓  
「健康づくりサポーターの認

知度は徐々に上昇しつつあり

ます。今後はより幅広い世代

の利用に向け、若い世代や健

康無関心層へのアプローチが

必要です。」  

 

若い世代へのアプロ

ーチも進められてい

ることから、わかり

やすい表現に変更 

27  
及び  
資料編

資料 6  
  
 

同上  
②企業・関係機関との連携

による健康づくり  
  
資料編  
資料６  
用語解説（た行）  
 

P27②に掲載の「地域包括連

携協定」についての解説を

【資料６】用語解説に追記  
  
「地域包括連携協定」  
市町村と関連する機関との協

力体制を整備するための協定

のこと。これにより、市民の

健康を総合的に支えるための

連携が促進されている。    

 

本計画内容への理解

を深められるよう説

明を掲載  

29 第４章 基本方針 「第４章 基本方針」  
     ↓  
「第４章 第 3 次健康づくり

伊達 21 の目指す姿」  
 

「第 4 章 基本方針」

は、「2 計画の基本

方針」と重なる表題

であることから、よ

りわかりやすい表現

に変更  

 

31 第５章 分野別行動目標と

取り組み  
１ 生活習慣病  

市民の行動目標  

（乳幼児・学齢期） 

及び(2)行政の取り組み 

・市民の行動目標  
乳幼児・学齢期  

「がん教育をとおして、正し

い生活習慣の知識を身につけ

よう」  
      ↓  
「正しい生活習慣の知識を身

につけよう」 

 

幅広く生活習慣病予

防や望ましい習慣の

獲得についての教育

を進めていくことか

らわかりやすい表現

に変更  



   

(2)行政の取り組み 

「がん教育を通じて正しい生

活習慣について啓発」 

            ↓ 

「がん教育等を通じて正しい

生活習慣について啓発」 

 

33  第５章 分野別行動目標と

取り組み  
２ 栄養・食生活  
 

市民の行動目標  
「朝食をとり、健康的な食生

活を実践しよう」  
「適正体重の維持に努めよう

（高齢期ではやせに気をつけ

よう）」  
「伊達野菜や果物を今より１

皿増やそう（野菜から食べよ

う）」 と表記  

 

栄養・食生活の健康

課題にまとめ、より

わかりやすい表現に

変更 

38 第５章 分野別行動目標と

取り組み  
４ 休養・こころの健康  
（自殺対策計画） 

(2)行政の取り組み  
 

「こころの健康に関する情報

提供」  
・広報紙やパネル展示、健康

教育等で、各世代に向けたこ

ころの健康に関する情報提

供  
      ↓  
「質の良い睡眠やこころの健

康に関する情報提供」  
・広報紙やパネル展示、健康

教育等で、各世代に向けた質

の良い睡眠やこころの健康に

関する情報提供  

就労者をはじめ、全

ての世代が睡眠の重

要性への理解を深め

られるよう睡眠に関

する取り組みを追記 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、国の「健康日本 21（第２次）」の制定を受け、「第２次健康づくり伊達 21」（2013（平成

25）年～2023（平成 35）年）を策定し「市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むとともに、

地域全体で健康づくりをすすめる環境を整えることにより、健康寿命を延伸し、元気で活力あるま

ちづくり」を目指し、庁内関係課や関係機関と連携を図りながら、健康づくりの推進に取り組んで

きました。 

「一次予防の重視と重症化予防」を基本方針に、健康課題をテーマにした健康教育や講演会

を実施し、あらゆる対象への情報提供を行ったほか、「市民主体の健康づくりとそれを支える体制

の構築」を目指し、健康づくりに取り組む団体を「伊達市健康づくりサポーター」として登録し、協

働して市民の健康づくりを支える体制を構築しました。 

また、食の現状を踏まえ、各種食育事業の効率的な実施を図るため、2019（令和元）年８月に

「第２次健康づくり伊達 21」及び「第２次伊達すこやか親子 21」の関連分野について、食育基本法

第 18条第１項に基づく「市町村食育推進基本計画」として位置付け、食育を推進してきました。 

さらに、2016（平成 28）年４月に自殺対策基本法が改正され、「市町村自殺対策計画」の策定

が義務付けられたことから、2019（令和元）年８月に「第２次健康づくり伊達 21」及び「第２次伊達

すこやか親子 21」の一部を自殺対策計画として位置付けるとともに、「伊達市自殺対策の進め方」

を策定し、自殺対策の課題や基本方針をまとめ、一体的に取り組みました。 

しかし、本市における平均余命（寿命）と要介護２以上を除いた平均自立期間（健康寿命）は男女

ともに国より短いことから、引き続き健康寿命延伸のための取り組みが必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、これまでの生活様式を変化させ、交流機会

の減少等を招いたことで、心身の不調や高齢者のフレイルが進行するなど様々な世代で健康へ

の影響が懸念されています。 

このような中で、健康課題解決に向けた更なる取り組みを進めるとともに、関係課や関係機関

等との連携により、市民の主体的な健康づくりを目指し、「第３次健康づくり伊達 21」を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

「第３次健康づくり伊達 21」は、健康増進法第８条第２項に基づく本市の健康増進計画として、

「健康日本 21（第３次）」及び「すこやか北海道 21」との整合性を図りながら策定しました。 

また、食育基本法第１8 条第１項に基づく「食育推進基本計画」と自殺対策基本法第１3 条第２

項に基づく「自殺対策計画」を引き続き本市の総合的な健康づくりの指針として位置づけます。 

計画の推進にあたっては、第７次伊達市総合計画を最上位計画とし、関連計画である地域福

祉計画、障がい者計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、国民健康保険データヘルス

計画・特定健康診査等実施計画、伊達すこやか親子 21 との連携を図ります。 
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【 国 】 

 

 

 

 

 

 

 

【 道 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

国の方針に合わせ、2024（令和６）年度から 2035（令和 17）年度までの 12年間とします。 

 

 

４ 計画の策定体制 

計画の策定にあたっては、関係団体からの推薦と公募（まちづくり人材バンク）の委員で構成

する「伊達市健康づくり推進協議会」を策定委員会と位置づけて計画案等の協議を行いました。 

また、庁内の関連部署で構成する「健康づくり伊達 21 推進会議」を設置し、関連計画との調整

や整合性を図りました。 

さらに、計画素案に対する市民意見の公募行い、市民のみなさんの意見を反映した計画策定

に努めました。 

 

                                                                                                                                                                     

・健康日本 21 

（第３次） 

・第４次食育推進 

基本計画 

・自殺総合対策 

大綱 

・すこやか北海道 

21（第３次） 

・北海道食育推進 

基本計画 

・第４期北海道自

殺対策行動計画 

関連する市計画 

第３次健康づくり

伊達 21 

（健康増進計画・ 

食育推進基本計画・ 

自殺対策計画） 

伊達すこやか親子 21 

高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画 

障がい者計画 

国民健康保険データ

ヘルス計画・特定健

康診査等実施計画 

整合 

整合 

連携 

地域福祉計画 
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第２章 前期計画の最終評価      

本計画の目標値（７分野・36 項目）について、計画策定時の値と中間時点（2017（平成 29）年度）

の値を４段階（A～D）の判定基準により評価した結果、目標値に達した項目と改善傾向である項目

をあわせると、全体で 61.1％を占め、これまでの取り組みは一定の効果があったと評価できます。 

 一方で、分野別にみると「生活習慣病」、「栄養・食生活」は悪化項目が目立ち、特に循環器疾患

や糖尿病性腎症の危険因子である｢高血圧有病者数｣、｢メタボリックシンドローム該当者又は予備

群該当者数｣、「BMI25 以上の人の割合」、「野菜摂取量」、「運動習慣者割合」等の項目が悪化して

おり、将来、重大な疾病につながる可能性が危惧されます。 

 今後は、さらなる生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組む必要があるといえます。 

＜分野別目標値の達成状況＞ 

分野（項目数） 

A 

目標値に達

した 

B 

目標値に達

していない

が改善傾向 

C 

悪化して

いる 

D 

評価困難 改善割合※ 

（A＋B）/項目数 

生活習慣病（18） ５ ５ ８ ０ 55.6% 

栄養・食生活（７） １ ２ ３ １ 42.9% 

身体活動・運動（３） ２ ０ １ ０ 66.7% 

休養・こころの健康（２） １ ０ １ ０ 50.0% 

飲酒（２） ０ ２ ０ ０ 100.0% 

喫煙（２） ０ ２ ０ ０ １00.0% 

歯科・口腔（２） ２ ０ ０ ０ 100.0% 

合計（36） 
11 11 13 １ 

61.1% 
30.6% 30.6% 36.0% 2.8% 

（参考）中間評価 

2017（平成 29）年度 
30.6% 22.2% 47.2% 0.0% 52.8% 

＜悪化がみられる項目＞ 

 

項  目 目標値 

策定時 

2011（H23) 

年度 

中間評価 

2017（H29) 

年度 

最終評価 

2019（R１) 

年度 

達成 

状況 

メタボリックシンドローム該

当者または予備群の減少 

該当者 11.5％以下 13.5％ 18.2％ 19.4％ Ｃ 

予備群 8.4％以下 10.5％ 12.0％ 12.6％ Ｃ 

高血圧症有病者の減少 25％以下 31.3％ 36.8％ 40.8％ Ｃ 

人工透析新規導入者の減少 14人 14人 16人 23人 Ｃ 

BMI25 以上の人 (40～69

歳) の減少 

男性 28％以下 32.3％ 34.5％ 38.0％ Ｃ 

女性 19％以下 22.0％ 18.9％ 20.5％ Ｂ 

野菜摂取量の増加 350ｇ以上 411.0ｇ 259.0ｇ 274.7g Ｃ 

運動習慣者の割合 60.0％ 50.0％ 44.7％ 42.5％ Ｃ 
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第３章 伊達市の健康を取り巻く現状と課題 

１ 人口構造 

総人口と高齢化率の推移 

 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（2018（平成 30）年推計）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 R２ R７ R12 R17 R22 R27

75歳以上 6,279 6,882 7,728 8,021 7,665 7,138 6,708

65～74歳 5,831 5,858 4,812 4,058 3,974 4,383 4,290

40～64歳 11,665 10,762 10,133 9,472 8,728 7,513 6,642

0～39歳 11,220 10,018 9,109 8,331 7,553 6,845 6,179

伊達市高齢化率 34.6% 38.0% 39.5% 40.4% 41.7% 44.5% 46.2%

国 高齢化率 26.6% 28.9% 30.0% 31.2% 32.8% 35.5% 36.8%

34,995
33,520

31,782

29,882
27,920

25,879
23,819

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

人

0～39歳 40～64歳 65～74歳

75歳以上 伊達市高齢化率 国 高齢化率

総人口は年々減少し、これまで増加していた高齢者人口も 2025（令和７）年から減少に転じ

ます。急速な人口減少の中、2045（令和 27）年度には高齢化率が 46.2％になると予想されま

す。 
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２ 平均余命（寿命）と健康寿命 

平均余命と平均自立期間の推移 

                        【単位：年】 

 
男性 女性 

平均余命 平均自立期間 差 平均余命 平均自立期間 差 

平成 30年度 80.1 78.8 1.3 86.8 84.1 2.7 

令和元年度 80.1 78.8 1.3 88.0 85.2 2.8 

令和２年度 79.5 78.3 1.2 87.6 84.7 2.9 

令和３年度 79.8 78.6 1.2 86.8 84.1 2.7 

令和４年度 80.2 79.0 1.2 86.4 83.7 2.7 

（資料：国保データベースシステム 年度実績） 

2022（令和４）年度の平均余命（寿命）と要介護２以上を除いた平均自立期間（健康寿命）は男女とも

に国より短い状況です。日常生活に制限のある期間（平均余命と平均自立期間の差）は、男性は 1.2 年

で、2018（平成 30）年度以降縮小しています。女性は 2.7年でほぼ一定で推移しています。 

 

３ 死亡の状況 

（１）死亡数と死亡率(人口 10万対)の推移 

 ※死亡率は人口 10万人あたりの死亡数で、年齢調整をしていないため高齢者が多いと高くなる傾向があります 

 

（資料：北海道保健統計年報） 

H29年 H30年 R１年 R２年 R３年

伊達市 476 495 522 507 495

道 62,417 64,187 65,498 65,078 69,023

国 1,340,397 1,362,470 1,381,093 1,372,755 1,439,856

伊達市(率) 1393.0 1467.1 1570.9 1553.0 1544.0

道(率) 1179.5 1221.9 1256.9 1254.3 1341.0

国(率) 1075.3 1096.8 1116.2 1112.5 1147.3

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

人口10万対人

伊達市 道 国 伊達市(率) 道(率) 国(率)

男性 女性 

84.4

84.2

83.7

87.8

87.3

86.4

80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

国

道

伊達市

平均余命(年) 平均自立期間

80.1

79.6

79.0

81.7

81.0

80.2

77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0

国

道

伊達市

平均余命(年) 平均自立期間
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（２）死因別死亡数の推移     

  第１位 第 2位 第 3位 第 4位 第 5位 

H29年 死因 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 老衰 

死亡数（人） 126 67 46 45 19 

死亡率 368.7 196.1 134.6 131.7 55.6 

道）死亡率 362.0 178.6 91.0 81.8 68.5 

H30年 死因 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 老衰 

死亡数（人） 145 73 42 32 25 

死亡率 429.8 216.4 124.5 94.8 74.1 

道）死亡率 370.1 184.3 91.1 83.1 74.4 

R１年 死因 悪性新生物 心疾患 肺炎 老衰 脳血管疾患 

死亡数（人） 158 76 38 37 32 

死亡率 475.5 228.7 114.4 111.3 96.3 

道）死亡率 372.8 183.8 86.4 84.4 92.2 

R２年 死因 悪性新生物 心疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎 

死亡数（人） 148 74 49 33 28 

死亡率 453.3 226.7 150.1 101.1 85.8 

道）死亡率 381.3 180.7 93.5 89.9 70.5 

R３年 死因 悪性新生物 心疾患 老衰 肺炎 脳血管疾患 

死亡数（人） 133 65 53 39 33 

死亡率 414.8 202.7 165.3 121.6 102.9 

道）死亡率 391.2 191.2 111.2 66.7 92.9 

（資料：北海道保健統計年報） 

 

（３）標準化死亡比 

 ※標準化死亡比：年齢構成の違いの影響を除いて、死亡率を国と比較したもので、国平均を 100 としています。 

年齢構成の異なる地域の死亡状況を比較できるため、高齢化の影響を受けずに死亡状況を比較できます。 

（資料：北海道健康づくり財団 北海道における主要死因の概要 11（2013年～2022年）） 

 

   

 

  

103.4
98.5

96.9
86.8

112.6
93.5
93.7

110.5
136.6

127.7

0 20 40 60 80 100 120 140 160

悪性新生物
心疾患

脳血管疾患
再掲)胃がん
再掲)肺がん

再掲)大腸がん
再掲)乳がん

再掲)子宮がん
再掲)食道がん

再掲)すい臓がん

老衰や肺炎といった高齢化とともに多くなる死因の増加により、死因別順位に変動がみら

れます。しかし、脳血管疾患の 10万人あたりの死亡率に大きな変化はなく、道と比較しても 

高いため、悪性新生物や心疾患を含む生活習慣病による死亡数が依然高いといえます。 

 また、悪性新生物や心疾患、脳血管疾患の標準化死亡比は国と比較して大きな差はあり

ませんでしたが、悪性新生物を部位別にみると、肺がん、食道がん、すい臓がんで有意に高

い値となりました。肺がんや食道がんは飲酒や喫煙といった生活習慣が関係しているため、                                                                                                                                                                             

がん予防のためにも正しい生活習慣について普及・啓発していく必要があります。 
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４ 要介護認定者の状況 

（１）要介護認定者数及び認定率の推移 

 

※第 1号被保険者：65 歳以上  第 2号被保険者：40 歳から 65歳未満 

（資料：国保データベースシステム 年度実績） 

 

（２）介護が必要となった原因疾患 

 

（資料：2022（令和４）年度 伊達市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査「介護になった原因（複数回答）」） 

 

 

 

  

H30 R１ R２ R３ R４

第1号被保険者（人数） 2,286 2,375 2,356 2,468 2,545

第2号被保険者（人数） 31 31 31 35 33

第1号被保険者(率） 18.3% 18.9% 18.9% 19.8% 19.8%

第2号被保険者（率） 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

人

21.3%
19.5%

13.4% 12.8% 12.8% 12.8%
11.6% 11.0%

7.9% 7.9%

3.7%

26.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

介護になった原因は筋骨格系が多くを占めますが、生活習慣病も一定数を占めています。 

介護予防だけではなく認知症予防のためにも生活習慣病予防が重要であり、それらを予防す

ることは健康寿命の延伸にもつながります。 
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５ 疾病状況          

（１）メタボリックシンドローム判定 

 

（資料：国保データベースシステム 年度実績） 

2022（令和４）年度のメタボリックシンドローム該当者及び予備群者は、国（該当者：20.6％、 

予備群者：11.1％）、道（該当者：20.2％、予備群者：11.0％）と比較してやや高くなっています。 

特に、メタボリックシンドローム該当者については増加がみられます。 

  

 （２）血圧 

  ①収縮期及び拡張期血圧の有所見割合 ※収縮期血圧：130mmHg以上  拡張期血圧：85mmHg以上 

  

（資料：国保データベースシステムシステム 年度実績） 

 2022（令和４）年度の収縮期及び拡張期血圧の有所見者割合は、国（収縮期：48.2％、拡張

期：20.7％）、道（収縮期：50.0％、拡張期：21.4％）と比較すると高くなっています。 

血圧の有所見者割合は特に収縮期血圧で増加がみられます。高血圧は心疾患や脳血管疾患

だけでなく、慢性腎不全や腎硬化症といった人工透析が必要になる疾患につながるため、肥満

の解消、減塩や野菜・果物の摂取、運動、禁煙といった生活改善をすすめていく必要があります。 

 

 

H30 R１ R２ R３ R４

該当者 19.2% 19.4% 21.0% 20.3% 21.5%

予備群者 12.3% 12.6% 11.0% 11.3% 11.5%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

H30 R１ R２ R３ R４

収縮期血圧 53.2% 57.1% 55.9% 58.6% 58.7%

拡張期血圧 30.7% 35.9% 33.5% 36.3% 32.7%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
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 ②血圧受診勧奨者（Ⅰ～Ⅲ度高血圧）の割合 

 
（資料：国保データベースシステム 年度実績）  

 

 

 

 

受診勧奨者は５年間で微増しています。Ⅰ度～Ⅲ度のそれぞれの割合に変化はなく、Ⅰ度高

血圧の方の割合が多くなっています。 

 

③高血圧受診勧奨者の治療状況 

  

  （資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム）  

受診勧奨者のうち、約５割が治療をしています。段階別では、Ⅰ度～Ⅲ度いずれも治療をして

いない方が４～５割いるため、精密検査受診勧奨を通して適切に医療につなげることが必要です。 

また、Ⅰ度高血圧で治療をしていない方については、受診勧奨にあわせて生活改善について

指導を行うことで、数値の改善や重症化予防につながります。 

 

 

 

26.8%
28.8% 29.6%

27.4% 27.9%

7.6%
9.8% 10.1% 10.5% 10.5%

1.6% 2.2% 2.0% 2.7% 2.1%

36.1%

40.8% 41.7%
40.6% 40.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

H30 R１ R２ R３ R４

Ⅰ度高血圧

Ⅱ度高血圧

Ⅲ度高血圧

再掲）Ⅰ度～Ⅲ度合計

54.3%45.7%

治療あり 治療なし

 収縮期血圧  拡張期血圧 

Ⅰ度高血圧 140～159  

または 

90～99 

Ⅱ度高血圧 160～179 100～109 

Ⅲ度高血圧 180以上 110以上 

50.5%
63.7%

57.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Ⅰ度 Ⅱ度 Ⅲ度

受診勧奨者のうち治療している方 
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（３）血中脂質 

①項目別有所見割合  

※中性脂肪：150㎎/dl以上  HDL コレステロール：40㎎/dl未満   LDL コレステロール：120㎎/dl以上 

  

 （資料：国保データベースシステム  年度実績） 

2022（令和４）年度の項目別有所見割合は、中性脂肪は国（21.2％）、道（20.9％）と比較して 

やや低く、HDL コレステロール、LDL コレステロールは国（HDL：3.9％、LDL：50.0％）、道（HDL：

3.6％、LDL：50.4％）と比較して同程度となっています。 

 

 ②LDL コレステロール受診勧奨者（140㎎/dl以上）の割合 

 

（資料：国保データベースシステム  年度実績）  

LDL コレステロールが 160 ㎎/dl 以上は動脈硬化を原因とする疾患（心筋梗塞や脳梗塞）を引

き起こすリスクが高くなります。リスクが高い方は減少していますが一定割合います。 

 

 ③LDL コレステロール受診勧奨者の治療状況 

                           

 受診勧奨者のうち、治療につながっていない方が

約７割みられる状況です。 

 

 

 

（資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム） 

H30 R１ R２ R３ R４

中性脂肪 17.9% 15.5% 18.8% 16.3% 17.1%

HDLコレステロール 3.5% 4.2% 5.0% 3.6% 3.7%

LDLコレステロール 52.0% 51.4% 53.9% 53.5% 50.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

16.5% 16.3% 16.7% 16.5% 16.0%

8.0%
6.9%

8.0%

6.3% 6.7%

3.6% 3.6% 3.8% 4.1%
3.4%

11.5%
10.5%

11.8%
10.4% 10.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

H30 R１ R２ R３ R４

140以上160未満

160以上180未満

180以上

再掲）160以上合計

31.4%

68.6%

治療あり 治療なし
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（４）糖代謝 

 ①HbA１ｃの有所見（5.6％以上）割合 

（資料：国保データベースシステム  年度実績） 

有所見割合は５年間で減少していますが、2022（令和４）年度の割合をみると国（58.3％）、 

道（52.5％）と比較して高い状況にあります。 

 

 ②HbA１c受診勧奨者（6.5％以上）の割合 

（資料：国保データベースシステム  年度実績） 

受診勧奨者の割合は５年間で微減しています。受診勧奨者割合と比較して有所見者割合が 

高いことから、5.6％以上 6.5％未満の値の方が一定数いると思われます。 

 

③HbA１c受診勧奨値者の治療状況 

 

受診勧奨者のうち治療につながっていない方が約１割 

みられる状況です。 

 

 

 

（資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム） 

 

 

H30 R１ R２ R３ R４

HbA1c 74.4% 72.8% 68.4% 69.0% 61.7%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

5.3% 5.7%
5.2% 5.3%

4.8%

3.2% 3.6% 3.3% 2.9% 2.9%

1.8%
1.0% 0.8% 1.2% 1.2%

10.3% 10.3%
9.4% 9.4% 9.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

H30 R１ R２ R３ R４

6.5％以上7.0％未満

7.0％以上8.0％未満

8.0％以上

再掲）6.5％以上合計

88.3%

11.7%

治療あり 治療なし



12 

 

 

（５）人工透析 

①更生医療受給者（腎機能障害分）の推移 

 

（資料：社会福祉課）  

更生医療受給者数は年度によってばらつきがありますが、新規決定者数は 2019（令和元）年

度以降減少傾向となっています。 

 

②2022（令和４）年度 更生医療受給者のうち新規決定者の傷病内訳 

 

（資料：社会福祉課） 

新規決定者の傷病内訳をみると、糖尿病性腎症（糖尿病）、慢性腎不全、腎硬化症などの生活

習慣が原因となって起こる疾病による人工透析の開始が約７割を占めています。 

 

 

 

  

123 147

152 155 139

22 23 17 18 16
4 7 4 4 5

17.9%

15.6%

11.2% 11.6%
11.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

50

100

150

200

H30 R１ R２ R３ R４

人

支給決定者

内、新規決定者

新規者のうち糖尿病性腎症

新規者の割合

糖尿病性腎

症（糖尿病）, 

31.3%

慢性腎不全, 31.3%

慢性腎不全、腎硬化症, 

6.3%

腎硬化症, 

6.3%

慢性糸球体腎炎, 

18.8%

強皮症腎クリーゼ, 6.3%

メタボリックシンドローム該当者の増加や、血圧、脂質、糖代謝の有所見率に大きな減少

が見られていないことから、将来的に生活習慣病の有病者や死亡者が増加する可能性があ

ります。 

また、受診勧奨値となっても治療を行っていない方も一定の割合でみられることに加え、生

活習慣に起因する疾病による人工透析の開始が多くの割合を占めていることから、早期での

高血圧、糖尿病の予防や重症化予防を継続して行っていくことが求められます。 

生活習慣病予防のためにも、肥満の解消や適切な食生活の実施（減塩や野菜・果物の摂

取）、運動習慣の獲得、禁煙、適切な飲酒といった生活改善が必要です。 
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６ 健（検）診受診状況 

（１）がん検診受診率の推移 

  第２次健康づくり伊達 21 では検診対象者を独自に算出していましたが、あくまで推計であること

から、第３次計画からは国の示す算出方法＊で受診率を算出しました。今後、あらたな指標や集計

手段が示された場合はそれに従って算出することとします。 

  

 H30 R１ R２ R３ R４ 

胃がん 11.4%（ - ） 11.0%（21.1%） 9.5%（12.7%） 8.7%（22.0%） 7.8%（17.5%） 

肺がん 14.5%（26.5%） 14.1%（21.4%） 11.1%（23.4%） 11.6%（19.3%） 12.4%（25.0%） 

大腸がん 11.9%（27.2%） 11.3%（22.5%） 8.9%（19.7%） 9.8%（24.0%） 10.6%（22.6%） 

子宮がん 12.1%（ - ） 11.8%（15.8%） 11.6%（11.1%） 11.0%（15.0%） 11.2%（14.6%） 

乳がん 16.0%（ - ） 16.0%（23.6%） 15.1%（14.9%） 14.3%（18.9%） 14.1%（18.0%） 

（資料：地域保健・健康増進事業報告  年度実績） 

※（ ）内は国民健康保険加入者の受診率。2018（平成 30）年より集計が始まったため、前年度の受診者数も計算に入れ

る胃・子宮・乳がんの受診率は算出していない。 

 

がん検診受診率は減少または一定の割合を維持しており、増加には至っていません。 

 

 

 

 

 

 

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

17.0%

H30 R１ R２ R３ R４

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん

※国の示す算出方法 

・対象者数  胃・肺・大腸・乳がん検診：40歳以上の市民  子宮がん検診：20歳以上の市民 

胃がん検診は 50 歳以上が対象となりますが、バリウム検査での検診の場合は、40 歳以上を対象として差し支え

ないこととされています 

・肺がん及び大腸がん   受診率＝（受診者数／対象者数）×100 

・胃がん、子宮頸がん及び乳がん 

受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－２年連続の受診者数）／（当該年度の対象者数）×100 

・国民健康保険加入者の受診率は対象者、受診者ともに加入者数で計算したもの 
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（２）特定健康診査受診率の推移  

 

（資料：特定健診・特定保健指導実施結果集計表等（法定報告速報値）  年度実績） 

特定健康診査受診率は、国と比較すると低く、道と比較するとやや高くなっています。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で低下しましたが、徐々に元の受診率に戻りつつあります。 

 

（３）特定保健指導実施率の推移 

 

 （資料：特定健診・特定保健指導実施結果集計表等（法定報告速報値）  年度実績）  

特定保健指導は国や道より高い実施率を維持していますが、徐々に低下している状況です。 

 

 

 

 

 

 

  

H30 R１ R２ R３ R４

伊達市 33.5% 32.0% 28.9% 29.2% 32.0%

道 29.5% 28.9% 27.0% 27.9% 29.7%

国 37.9% 38.0% 33.7% 36.4%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

未把握

H30 R１ R２ R３ R４

伊達市 62.3% 50.2% 59.2% 50.3% 49.0%

道 34.8% 36.0% 33.8% 33.4% 36.0%

国 28.9% 29.3% 27.9% 27.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

未把握

がん検診受診率は減少または一定の割合を維持しており、増加には至っていません。

受診者から毎年がんが発見されていることから、国民健康保険・後期高齢者医療保険加

入者や職場の検診で受診機会がない方へ受診機会を提供することが必要です。 

特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率はいずれも低下傾向にあります。特定

健康診査は生活習慣病のリスク要因を早期に発見し、特定保健指導によって生活習慣改

善の意識づけを行うきっかけとなることから、特定健康診査及び特定保健指導の実施率

向上に向けた取り組みの継続が必要です。 
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７ 市民の生活習慣と健康状態    

（１）栄養・食生活   

①欠食のある妊婦の割合 

（資料：妊娠届出時アンケート） 

欠食のある妊婦の割合は増加傾向にあります。 

 

②欠食がある幼児の割合（１歳６か月児・３歳児） 

（資料：子育てアンケート） 

３歳児の欠食率が増加傾向にあり、保護者の欠食習慣が児にも影響していると考えられます。 

１歳６か月児でも欠食が一定数みられます。 

 

③朝食を欠食する子どもの割合（小６・中３） 

（資料：各年度全国学力学習状況調査） ※2020（令和２）年度：新型コロナウイルス感染症の影響により調査中止   

欠食率は小中学生とも国や道よりも高い割合となっています。近年は小学生の朝食の欠食率が

増加してきており、今後、中学生の朝食欠食率も増加していくと予想されます。 

 

22.5%
28.6% 25.9%

32.5% 30.3%

H30 R1 R2 R3 R4

0.9%

2.8%

1.9%

1.8%

1.4%

2.1%

1.1%

1.1%

2.3%

3.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

H30 R1 R2 R3 R4

１歳６か月児 ３歳児

7.0% 6.4%

10.8%

9.0%

7.1%
6.0% 6.4%

7.4%

5.5%
4.6%

5.1% 5.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

H30 R1 R3 R4

伊達市 道 国

小学６年生の朝食欠食率

12.4%

10.4%

8.8% 8.8%
9.2%

7.6% 8.3%

9.7%

8.1%
6.9% 7.1%

8.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

H30 R1 R3 R4

伊達市 道 国

中学３年生の朝食欠食率 
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④週３回以上朝食を抜く人の割合（40～74歳） 

 

 

 

 

 

 

（資料：国保データベースシステム 

年度実績） 

 

 

⑤１日３食きちんと食べる人の割合（75歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国保データベースシステム   

年度実績） 

⑥一日の野菜摂取量 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国民健康栄養調査（国）、

保健事業参加者アンケート） 

 

 

 

 

 

 

  

    

欠食率は各ライフステージにおいて増加がみられ、道や国と同様の傾向といえます。 

特に、学童期においては国や道と比較して高い傾向にあり、基本的食習慣が確立する時期で

あることを踏まえ、保護者を含めた１日３食の大切さについての情報発信や栄養教育の充実な

ど積極的な働きかけが必要です。 

また、野菜摂取の状況は国との差は小さくなっているものの目標値（350ｇ）には未だ達してい

ません。成人・高齢期における循環器病をはじめとする様々な生活習慣病の予防やフレイル予

防のため、野菜・果物の適切な摂取に向けた実効性のある取り組みが必要です。 

R2 R3 R4

伊達市 97.5 95.9 95.1

道 94.3 94.1 94.0

国 95.0 94.8 94.6

92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0

％

R1 R2 R3 R4

伊達市 9.7 8.7 9.2 10.3

道 10.7 10.9 11.7 12.2

国 9.2 9.2 10.0 10.4

6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

%

H29 H30 R1 R2 R3 R4

伊達市 259.0 268.1 274.7 259.7 235.9 223.3

国 288.2 281.4 280.5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

ｇ

未把握※調査中止 
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 ⑦肥満とやせの年次推移（40～74歳） 

  肥満（BMI25以上）                       やせ（BMI18.5未満） 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（資料：国保データベースシステム  年度実績）  

肥満の割合は増加傾向にあり、国（2019（令和元）年度 男性 33.0％・女性 22.3％）よりも高い状

況です。特に、男性では割合が高く、国や道の目標値（28.0％以下）を大きく上回る状況です。 

やせは女性の１割ほどにみられ、緩やかな上昇傾向にあります。 

 

⑧やせ（低栄養）傾向者の比較と年次推移（65歳以上で BMI20以下）                 

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

（資料：国民健康・栄養調査（国）、国保データベースシステム  年度実績） 

2019（令和元）年度の高齢期におけるやせ（低栄養）傾向者の割合は、国と同程度といえます。 

また、男女別にみると、男性の約１割、女性の約２割を占める状況となっています。 

やせ（低栄養）傾向者はフレイルのリスクが高まり、要介護状態につながりやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.8
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⑨肥満傾向児（肥満度 20％以上の者）の割合 

 
（資料：各年度学校保健統計調査） 

 

【肥満度の判定区分】高度肥満：+50％以上 中等度肥満：+30％以上+50％未満 軽度肥満：+20％以上+30％未満 

（資料：2021（令和３）年度 全国体力運動能力、運動習慣等調査） 

 

肥満傾向児（肥満度が 20％以上の者）の割合は、小中学生ともに国や道に比べて高い割合で 

推移しています。 

 

 

 

 

 

 

H30 R1 R2 R3

伊達市10歳 11.7 14.8 19.0 18.9

道10歳 11.3 14.4 15.6 15.9

国10歳 9.0 14.6 11.9 11.0

伊達市13歳 10.0 11.5 12.6 13.8

道13歳 13.0 12.3 11.1 12.8

国13歳 8.1 8.8 10.4 9.7

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

%%

1.3

2.6

0.9

5.3

8.6

9.7

6.5

8.4

8.8

84.5

78.6

79.8

2.3

1.8

0.9

0.1

0.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

道

伊達市

肥満度（小５男子）

高度肥満 中等度肥満
軽度肥満 普通
やせ 高度やせ

肥満は学童期より増加がみられます。年齢が高くなるほど成人の肥満に移行する可能性も 

高まることから、子ども達の健やかな成長のため、改善に向けた対策が急がれます。 

一方、高齢期においてはやせ（低栄養）傾向者が一定数みられることから、全ライフステー

ジを通して適正体重や生活機能を維持・向上するための一貫した取り組みが必要です。 

0.6

1.1

2.8

3.3

5.2

10.2

5.0

6.6

6.5

88.7

84.7

79.6

2.4

2.3

0.9

0.1

0.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

道

伊達市

肥満度（小５女子）

高度肥満 中等度肥満 軽度肥満
普通 やせ 高度やせ
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（２）身体活動・運動   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料：国保データベースシステム 年度実績)               (資料：国保データベースシステム  年度実績) 

 

40～74 歳では「１回 30 分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している人の割合」

は、国や道より高い状況となっています。 

それに対し、「日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している人の割

合」は、国や道より低い状況となっています。 

 

③ 小学５年生の１週間の総運動時間（体育事業を除く。）の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：2021（令和３）年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

小学５年生では「１週間の総運動時間が 60 分未満の児童の割合」は、男女ともに国や道より高

い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

男児 

①１回 30分以上軽く汗をかく運動を週２日 

以上、1年以上実施している人の割合 

(40〜74歳) 

②日常生活において歩行又は同等の身体活動 

を１日１時間以上実施している人の割合 

(40～74歳) 

定期的な運動習慣がある人と全くない人の２極化がみられます。 

定期的な運動習慣がある人は運動の継続、運動習慣がない人は生活の中で身体活動量を

増やすことを意識し、ライフステージに応じて自分にあった活動を見つけ、継続できる取り組み

が必要です。 

5.1%

4.7%

2.8%

9.4%

9.9%

12.0%

57.2%

48.5%

52.8%

28.3%

36.9%

32.4%

0% 50% 100%

国

道

伊達市

0分 60分未満 60分～420分未満 420分以上

4.0%

4.2%

3.0%

4.8%

3.5%

6.9%

43.2%

36.9%

34.8%

48.0%

53.4%

60.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国

道

伊達市

0分 60分未満 60分～420分未満 420分以上

40.8%

41.6% 41.6%
42.5%

38.3%

37.7%
36.9%

37.8%

41.2%

40.8% 40.4%
40.7%

R１ R２ R３ R４
伊達市 道 国

女児 

48.1% 48.3%
51.9%

51.5%

52.8% 52.9%
52.4%

53.1%

52.9% 51.8% 52.1%
52.5%

R１ R２ R３ R４
伊達市 道 国
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（３）休養・こころの健康  

①睡眠で十分休養がとれている人の割合      ②後期高齢者の生活満足度 

（資料： 国保データベースシステム  年度実績）          （資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム） 

③後期高齢者の外出・交流頻度        ④ゆったりした気分で子どもと過ごす時間の有無 

（資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム）       （資料：2022（令和４）年度 子育てアンケート） 

約８割の人が睡眠で休養がとれており、国より高い割合で推移しています。後期高齢者において

は健診受診者のうち９割の人が外出や家族・友人との交流機会を持ち、生活に満足している状況で

す。日頃から健診を受けるなど健康に気を配ることで、心の充実や安定した生活につながるものと

考えられます。 

 一方で、子育て世代は子育ての悩みやストレスを抱えやすかったり、時間の余裕がないことが多

く、ゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がとれない人が一定数いる状況です。 

  

⑤自殺死亡率の推移（人口 10万対） 

 

 

 

 

 

 

（資料：各年厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

 

79.3% 79.8%
82.0%

80.3%
79.5%

74.5% 74.2%
75.6% 76.1%

75.1%

H30 R１ R２ R３ R４

伊達市 国

22.8
25.9

14.6 8.9
15.0

16.5 16.2 15.7 16.4 16.4

H29 H30 R1 R2 R3

伊達市 国

48.6%

47.5%

44.7%

43.7%

6.4%

7.7%

0.4%

1.1%

伊達市

国

満足 やや満足 やや不満 不満

89.6%

93.5%
90.6%

94.0%

週に1回以上の外出 家族や友人との付き合い

伊達市 国

87.9%

87.4%

75.0%

76.3%

70.6%

1.5%

1.4%

2.0%

4.6%

3.1%

10.6%

10.5%

23.0%

17.8%

25.6%

4ヶ月

7ヶ月

1.6歳

2歳

3歳

ある ない 何とも言えない
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⑥性・年齢別自殺死亡率（2017（平成 29）～2021（令和３）年の平均値・人口 10万対） 

（資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」） 

⑦自分にはよいところがある 

 （資料：各年度全国学力・学習状況調査） ※2020（令和２）年度：新型コロナウイルス感染症の影響により調査中止 

自殺死亡率は年々減少傾向であり、2021（令和３）年度は国より下回っています。性・年齢別でみ

ると、男性は 60～70 歳代で多く、女性はほとんどの年代で国を上回っており、特に 20 歳未満と 20

歳代が大きく突出しています。 

国では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020（令和２）年以降自殺死亡率は上昇し、

特に子どもや若者、女性の自殺者数が著しく増加しました。 

出産後、エジンバラ産後うつ質問票（EPDS）が９点以上であったハイリスク者を対象に、継続して

EPDSを実施したところ、2022（令和４）年度は 13.3％の産婦で高得点が継続されました。今後も、ハ

イリスク者への早期・継続的な支援が重要といえます（2021（令和３）年度 国：9.7％）。 

また、自分のよさを認める（当てはまる＋どちらかというと当てはまる）児童・生徒は８割程度いま

すが、2022（令和４）年中３を除き年々減少傾向です。自己肯定感が低いと自分に価値を見出すこ

とが難しく、悩みを抱えやすい傾向にあるため、子どものメンタルヘルスについても取り組みが必要

です。 

多くの人が睡眠で休養がとれており、生活の満足度は高い傾向でしたが、子育て世代はゆ

ったりとした気分で子どもと過ごす時間がとれない人もみられます。 

自殺死亡率は中高年の男性、全世代の女性、子どもや若い世代で高くなっています。新型

コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、各世代に向けた取り組みが必要です。 

 

女性 
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（４）飲酒        

①一度に多量の飲酒をしている者の割合 (男性 2合以上、女性 1合以上) 

 

(資料:国保データベースシステム 年度実績) 

 

一度に多量の飲酒をしている者の割合は減少傾向が見られますが、国と比較すると高い割合が

続いています。 

 

②各年代における一度に多量の飲酒をしている者の割合(男性 2合以上、女性 1合以上) 

男性                                  女性 

(資料:2022（令和４）年度 国保データベースシステム) 

 

国や道と比較して男女とも 50～54 歳の年代において突出しています。また、国や道においては

年齢とともに減少していますが、市においては男性で 70代、女性で 60代後半に増加が見られます。 

近年の傾向として、50代の飲酒量が多い状況が続いています。中高年の男性は、過労や仕事の

ストレスなどからアルコール依存になりやすいことがわかっているため、メンタルヘルスと飲酒量が

影響している可能性があります。 

25.2 %

22.1 % 21.5 % 21.6 %

R1 R2 R3 R4

伊達市 道 国

40.0 %
36.8 %

50.0 %

27.2 %

17.2 %

21.4 %

14.0 %

40～4445～4950～5455～5960～6465～6970～74

伊達市 道 国

23.8 %

16.7 %

32.0 %

23.4 %

20.8 %
20.2 %

23.6 %

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

伊達市 道 国

市全体の飲酒状況は改善傾向が見られますが、男女とも 50代前半において飲酒量が多い

状況です。不適切な飲酒習慣はがんや高血圧症、糖尿病といった生活習慣病のリスクやメン

タルヘルスに影響を及ぼすことから、引き続き適正飲酒についての普及啓発や、ライフステー

ジに合わせた保健指導及び減酒支援の充実が必要です。  
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（５） 喫煙 

①習慣的に喫煙している 40～74歳の者の割合   ②習慣的に喫煙している者の割合比較 

   

（資料：国保データベースシステム  年度実績）          （資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム） 

 

③各年代別の習慣的に喫煙している者の割合 

男性の各年代別喫煙率    女性の各年代別喫煙率 

  

（資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム）   （資料：2022（令和４）年度 国保データベースシステム） 

全体・男性の喫煙率は国や道を下回る結果となりましたが、女性の喫煙率は国を上回っていま

す。また、男女ともに働き世代の喫煙率が高い傾向にあり、喫煙率の推移も横ばいとなっていま

す。 

 

④妊娠届出時に喫煙をしている父母の割合  ⑤育児期間中の両親の喫煙率の推移 

  

（資料：妊娠届時アンケート）                    （資料：子育てアンケート） 

※育児期間中：乳幼児健診（4か月・7か月・ 

1歳 6か月・3歳）及び相談（1歳・2歳）来所者 
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⑥両親の喫煙率の比較 

（資料：2021（令和３）年度 乳幼児健康診査問診回答状況（国、道）、子育てアンケート） 

 

妊娠届時の父の喫煙率は減少してきていますが、母の喫煙率は一定しています。 

特に女性の喫煙率は育児期間中に上昇していく傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次の目標値（男性 11.4％、女性 3.0%）を達成することは出来ませんでしたが、全体で

喫煙率は減少傾向にあります。 

今後も特定健診、母子保健事業等を通じて働き世代や未成年に対する禁煙支援と禁煙

教育、受動喫煙対策の実施・強化が必要です。 

5.3%

31.4%

11.1%

39.8%

6.8%

34.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

母親

父親
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（６）歯・口腔  

①３歳児歯科健診のむし歯有病率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：室蘭保健所 2011（平成 23）～2021（令和３）年度 西胆振地域幼児歯科健康診査結果の推移について 

国、道：地域保健・健康増進事業報告 年度実績 

西胆振：2018（平成 30）年度 母子保健報告 2019（令和元）年度以降 地域保健・健康増進事業報告） 

 

②３歳児、12歳児の一人平均むし歯数・むし歯有病率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：各年度 3歳児歯科健診、学校定期歯科健診実績） 

③一人平均むし歯数（12歳児）の比較 

 

（資料：2022（令和４）年度学校保健統計調査） 

３歳児のむし歯有病率は国や道より高いですが、12 歳児の永久歯の一人平均むし歯数は国より

も高いものの道よりも低く、北海道歯科保健医療推進計画の目標値（1.0 本以下）を達成しています。  

しかし、年度によるばらつきがみられる状況から、生涯にわたり健康な歯を維持するために、引き

続きむし歯の予防や早期治療を促す取り組みが必要です。 
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④保有する歯の本数             ⑤定期的に歯科健診を受けているか 

 

（資料：2022（令和４）年度 成人歯科保健に係る道民歯科保健実態調査） 

⑥年齢別・そしゃく機能 

（資料：2022（令和４）年度 成人歯科保健に係る道民歯科保健実態調査） 

 

保有する歯の本数は 60 歳で 24 本以上、80 歳で 20 本以上有する割合は道よりも高いですが、

年齢別のそしゃく機能をみると、60歳以上になると何でもかんで食べられる割合が 70%未満であり、

年齢が上がるとともに口腔機能の低下がみられます。高齢期の口腔機能の低下は、オーラルフレ

イルにつながり、心身機能や社会性の低下を招くことがわかっています。 

また、定期的に歯科健診を受けている人は、40～69 歳で低いことから、若い世代の口腔ケアの

意識が低い可能性があり、ライフステージに応じた歯の健康に関する知識を普及していく必要があ

ります。 
 

  
３歳児と 12歳児のむし歯数は減少がみられませんでした。60歳を過ぎると口腔機能の低

下がみられます。また、若い世代の口腔ケアの意識が低い可能性があり、ライフステージに

応じた歯の健康に関する知識の普及が必要です。 

37.5%

23.8%

24.5%

27.4%

32.7%

35.8%

30.8%

33.2%

62.5%

74.6%

75.5%

72.6%

66.9%

63.2%

68.8%

66.8%

20～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

伊達市

道

はい いいえ 無回答

73.6%

48.4%

63.8%

44.9%

60歳で24本有する者 80歳で20本有する者

伊達市 道

75.0%

88.9%

70.6%

64.8%

67.1%

67.4%

68.2%

66.9%

73.7%

25.0%

11.1%

26.5%

33.6%

29.7%

30.1%

29.3%

30.4%

23.8%

2.0%

0.8%

1.6%

0.5%

1.2%

1.2%

0.8%

20～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

全体

(再)50歳以上

道

何でもかんで食べられる かみにくいことがある ほとんどかめない 無回答
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（７）健康を支える社会環境整備   

①健康づくりサポーター事業 

  H30 R１ R２ R３ R４ 

健康づくりサポーター

登録数 
17 18 18 17 16 

 

  H30 R１ R２ R３ R４ 

サポーターの認知度 42.1％ 35.3% 未把握 未把握 54.1% 

2018（平成 30）～2019（令和元）年度：健康教育事後アンケート、2022（令和４）年度：伊達まちカードポイント付与時の 

アンケート 

 

市民の健康づくりを支援する団体として、高齢者団体等への出前講座や周知イベントのほか、利

用特典としてだてまちカードのポイント付与を実施し、積極的な活用を図ってきました。  

2022（令和４）年度から出前講座の際にサポーター紹介パンフレットの配布やラジオ放送など

様々な場で周知し、健康づくりサポーターの認知度は徐々に上昇しつつあります。今後はより幅広

い世代の利用に向け、若い世代や健康無関心層へのアプローチが必要です。 

 

②企業・関係機関との連携による健康づくり 

健康づくりサポーターをはじめとする企業・民間団体との連携

は、広く市民の健康づくりを推進するとともに今後の人材不足を

補う上で重要と考えます。市では、地域包括連携協定を締結した

企業や保健・医療・福祉の関係機関と積極的な連携を図り、健康

づくり事業に活用するなど、市民の健康を支える社会環境の整備

が必要です。 

 

③SNSを活用した情報発信、情報提供 

家庭でのインターネット・スマートフォンの普及に伴い、従来の

広報やホームページに加えて、SNS を使った新たな情報発信や

情報提供を行うようになりました。 

また、健診や教室の申し込みをウェブで実施するなど、効果

的・効率的な事業実施が可能になりました。一方で、健康情報に

アクセスできない層が取り残されないよう、様々な方法で情報提供

することが必要です。 

 

  

健診や教室参加等でポイントを

貯める健康づくりスタンプラリー 

若い世代や健康無関心層も健康づくりに取り組めるよう、企業・民間団体との連携や SNS

等を利用した健康情報の発信など、健康を支える社会環境の整備が必要です。 
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生活習慣にかかわる正しい知識の普及 

８ 主要な健康課題 

（１）生活習慣病 

・生活習慣に起因する疾病での死亡者や要介護状態者が多い 

・メタボリックシンドローム該当者は増加し、予備群は減少していない 

・血圧、血中脂質、糖代謝において有所見及び受診勧奨者の割合が高い 

・特定健診およびがん検診の受診率が低い 

（２）栄養・食生活 

・子どもや妊婦の欠食率が増加傾向にある 

・全ライフステージにおいて肥満が増加傾向にあり、高齢期ではやせ傾向者が一定数みられる 

・野菜の摂取量不足が続いている 

（３）身体活動・運動 

・40～74歳以上では、定期的な運動習慣がある人と全くない人の 2極化がみられる 

・子どもは運動時間が 1週間 60分未満の人の割合が高い 

（４）休養・こころの健康 

・睡眠で休養を取れている人は多いが、子育て世代はゆったり過ごす時間が少ない人もいる 

・自殺死亡率は中高年の男性、全世代の女性、子どもや若い世代で高い 

（５）飲酒 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者が一定数いる 

・男女とも 50代において飲酒量が多い 

（６）喫煙 

・習慣的に喫煙している妊婦が一定数いる 

・子育て世代の男女の喫煙率が高い 

（７）歯・口腔 

・60歳以上では口腔機能の低下がみられる 

・若い世代では口腔ケアの意識が低い傾向にある 

（８）健康を支える社会環境整備 

・企業・関係機関との連携を進め、若い世代や健康無関心層へアプローチする必要がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

生活習慣の改善や環境の整備によって高血圧症や糖尿病、がんなどの生活習慣病の

発症を防ぎ、また、重症化させない取り組みが必要である 

【伊達市の健康課題 】

高 血 圧 症 糖 尿 病 が ん

栄養・

食生活

身体活動

・運動
飲酒・喫煙

休養・こころの
健康

歯・口腔

肥 満
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第４章 第３次健康づくり伊達 21の目指す姿     

１ 計画の基本理念 

≪市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活でき、誰一人取り残さない持続可能な健康づくり≫ 

子どもから高齢者まで生涯を通じた健康づくりや生きがいのある生活を送ることは健康寿命の

延伸につながり、生活の満足度や幸福度が高まると考えます。また、個人の主体的な健康行動

や健康増進に加え、誰もが自然に健康な行動をとることができるよう社会環境を整備することで、

健康格差を縮小し、まち全体の健康水準の向上を目指します。 

 

２ 計画の目標と基本方針 

（１）目標 

  基本理念を達成するための目標は「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」とします。 

（２）基本方針 

①生活習慣病の予防と重症化予防 

本市では、心疾患や脳血管疾患、がんによる死亡数が多いことに加えて、高血圧や糖尿病、

脂質異常症などの生活習慣病を発症する割合も高い状況です。さらにメタボリックシンドローム

該当者の増加や食生活等による生活習慣の課題も多くみられます。 

今後、さらなる高齢化に伴い、生活習慣病の発症者は増加することが予想されるため、一次

予防に重点を置いた生活習慣病の発症予防に加えて重症化予防に取り組みます。 

また、要介護の原因では、生活習慣病の悪化や高齢による虚弱の割合が高いことから、介

護予防との一体的実施事業にも取り組みます。 

②誰もが健康になれる環境の整備 

   市民一人ひとりの健康づくりを進めていくためには、自ら健康づくりに主体的に取り組むだけ

ではなく、健康に関心の薄い層へのアプローチも重要です。そのため、職域・事業所をはじめ

様々な分野と積極的に連携を図り、地域全体で健康づくりに取り組む意識を育むことで、市民

が無理なく自然に健康行動がとれるよう環境整備を進めていきます。 

また、第７次伊達市総合計画の関連計画である「第２期伊達市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」では、誰一人取り残さない持続可能なまちづくりの実現に向けて、SDGｓ（持続可能な開発

目標）の視点を取り入れた取り組みを進めています。 

 本計画においても、関連の大きい 10 個の目標についての視点を取り入れて、健康格差の縮

小を目指し、誰一人取り残さない持続可能な健康づくりを進めます。 

 

 

《貧困をなくそう》 

 

《飢餓をゼロに》 

 
《すべての人に

健康と福祉を》 

 
《質の高い教育

をみんなに》 

 
《ジェンダー平等を

実現しよう》 

 
《働きがいも経済

成長も》 

 

《人や国の不平

等をなくそう》 

 

《住み続けられる

まちづくりを》 

 
《平和と公正を 

すべての人に》 

 
《パートナーシップで

目標を達成しよう》 
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３ 分野別・ライフステージ別の取り組み 

   本計画は、前期計画及び「健康日本 21（第３次）」の分野別の取り組みに基づき、「生活習慣

病」､「栄養・食生活」､「身体活動・運動」､「こころの健康」､「喫煙」､「飲酒」､「歯と口腔」､「健康を支

える社会環境整備」の８分野について新たな取り組みと数値目標を掲げます。 

また、子どもから大人まで生涯にわたる健康づくりを進めるため、従来の成人期を中心とした

計画からライフステージ別（乳幼児・学齢期、成人・壮年期、高齢期）に区分した目標を設定して

一体的な取り組みを進めます。 

 

 

 

 

  

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防

と

重
症
化
予
防

・

環
境
整
備

生活習慣病

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・こころの健康

飲酒

喫煙

歯・口腔

健康を支える

社会環境整備

市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活でき、 

誰一人取り残さない持続可能な健康づくり 
基本理念 

目標 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

基本方針 分   野 
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第５章 分野別行動目標と取り組み    

１ 生活習慣病 

市民の行動目標 

乳幼児・学齢期 正しい生活習慣の知識を身につけよう 

成人・壮年期 

高齢期 

・自分の健康状態に関心をもち、正しい生活習慣の知識を身につけよう 

・定期的に健診（検診）を受け、必要な場合は生活改善や精密検査の受診を

しよう 

・治療中の病気について主治医とよく相談し、悪化防止など健康管理に努め

よう 

 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

生活習慣病についての啓発と予防や健康管理に関する 

情報提供 
主体 連携 

・正しい生活習慣や生活習慣病の重症化防止に関する情報提

供の実施 

・職場での生活習慣病予防に関する情報提供 

健康づくりサ

ポーター 

職域・事業所 

健康推進課 

 

・生活習慣病予防を含めたがん教育の実施 市立学校 

各種健(検)診と保健指導の実施率向上 主体 連携 

・診療を通じて、特定健康診査や各種がん検診の受診勧奨 

及び健(検)診の実施 

・生活習慣の見直しが必要と思われる者に対して、保健指導

の利用勧奨 

・健(検)診の結果、要精密検査に対して、受診勧奨及び精密検

査の実施 

医療機関 

 

 

 

 

 

健康推進課 

 

・職場を通じ、健(検)診の受診勧奨 

・健(検)診の回覧やポスター掲示を行い、職員に健診受診や

必要時精密検査の受診勧奨 

商工会議所 

職域・事業所 

 

（２）行政の取り組み 

生活習慣病についての啓発と予防や健康管理に関する 

情報提供 
主体 連携 

・広報紙などで生活習慣病やメタボリックシンドロームなどの健

康課題に関する情報提供 

健康推進課 

 

 

 

・企業向け出前講座を通じて働き世代への情報提供 健康推進課 職域・事業所 

・医療機関からの指示や希望者への保健指導の実施 健康推進課 医療機関 

・がん教育等を通じて正しい生活習慣について啓発 健康推進課 市立学校 

具体的な取り組み 
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各種健(検)診の実施率向上 主体 連携 

・広報紙やホームページ、SNS、けんしんカレンダー、新聞折り

込み込みチラシで情報提供 

・健(検)診未受診者へのナッジ理論を活用した受診勧奨 

・精密検査未受診者に対して、電話や文書での受診勧奨 

健康推進課 

保険医療課 

職域・事業所 

特定保健指導の実施率向上 主体 連携 

・特定保健指導対象者に対し、業種に合わせた健診結果説明

会や保健指導の実施 

・結果説明会に来所できない場合は、訪問等による保健指導

の実施 

健康推進課 職域・事業所 

がんサバイバー支援 主体 連携 

・アピアランスケアを通じた生活の質の向上支援 

 

健康推進課 医療機関 

ボランティア団体 

 

 

 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

要介護認定率 
第１号被保険者 19.8％ 増加の抑制 

第２号被保険者 0.3％ 現状値より減少 

がん死亡者数 133人(R3) 現状値より減少 

がん検診受診率 

胃がん 5.7％ 60％以上 

肺がん 12.4％ 60％以上 

大腸がん 10.6％ 60％以上 

子宮がん 5.8％ 60％以上 

乳がん 7.0％ 60％以上 

特定健康診査実施率 32.0％ 60％以上 

特定保健指導実施率 49.0％ 60％以上 

心疾患・脳血管疾患の死亡者数 
98人 

（R3） 
現状値より減少 

メタボリックシンドローム 

該当者または予備群 

該当者 21.5％ 16.1%以下 

予備群 11.5％ 8.6%以下 

血圧受診勧奨者の割合 40.4％ 35.3％以下 

LDL コレステロール 160㎎/dl以上の者の割合 10.1％ 7.6％以下 

HbA１c受診勧奨者の割合 9.0％ 現状値より減少 

HbA１c受診勧奨者の治療状況の割合 88.3％ 現状値より増加 

生活習慣病を原因とした人工透析新規導入者の人数 12人 現状値より減少 

再掲）糖尿病性腎症による人工透析新規導入者の人数 ５人 現状値より減少 

児童・生徒を対象としたがん教育の実施 ６校 ９校 

数値目標 
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２ 栄養・食生活（食育推進基本計画） 

市民の行動目標 

全世代 ・朝食をとり、健康的な食生活を実践しよう 

・適正体重の維持に努めよう（高齢期ではやせに気をつけよう） 

・伊達野菜や果物を今より１皿増やそう（野菜から食べよう） 

 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

健康的な食生活についての情報提供 主体 連携 

・１日３食規則正しい食生活とよくかむことについての情報提供 

・野菜、果物の摂取量、食事バランスについての情報提供 

・適正体重や BMIについての知識の普及 

・フレイル予防のための食生活についての情報提供 

健康づくりサポー

ター 

 

 

健康推進課 

 

 

・子どもや保護者の食育に関する情報提供 保育所・学校 

・市立学校での食育指導の実施 

・適正体重や BMIについての知識の普及 

市立学校 指導室  

健康推課 

地域の食への理解を深める食育の推進 主体 連携 

・新鮮で安全な地元食材の提供 

・もぎたて市の野菜についての情報提供 

・地元食材を利用したおいしくヘルシーな惣菜・弁当の提供 

・伊達野菜等を利用したメニューの考案と普及 

・地元食材を積極的に利用した献立での栄養教室の開催 

・関係機関等と連携した「食」のイベントの実施           

・「食」のイベントを通じた、地元食材についての情報提供 

健康づくりサポー

ター 

 

 

 

 

農務課 

商工観光課 

健康推進課 

 

 

 

・地元食材を多く使用した給食の推進 保育所・学校 

・幼児や児童を対象とした地元食材の収穫体験の実施 JA伊達市 農務課 

・料理教室の開催 食育センター運営企業 食育センター 

個別性を重視した栄養相談の実施 主体 連携 

・職員向けの健康講話会や研修、栄養相談の機会の確保 職域・事業所 健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 
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（２）行政の取り組み 

健康的な食生活についての情報提供 主体 連携 

・広報紙やホームページ、栄養教室、講演会等での情報提供 

・ライフステージに応じた栄養教室の実施 

・母子保健事業を通じた適切な食習慣についての情報提供 

健康推進課 

 

 

食生活改善協議会 

 

・フレイル予防のための健康教育、地区介護予防教室の実施 健康推進課 

高齢福祉課 

地域の食への理解を深める食育の推進 主体 連携 

・地元食材の利用促進のためのメニューの考案、情報提供 健康推進課 食生活改善協議会 

・栄養教育の実施 健康推進課 学校 

・献立表などを活用した食育の情報発信 

・地元食材の利用促進に向けたイベントの開催 

食育センター 

商工観光課 

 

 

個別性を重視した栄養相談の実施  主体 連携 

・母子手帳交付時における栄養相談の実施 

・妊婦、乳幼児の保護者等への栄養相談の実施 

・健診結果や生活状況に応じた栄養相談の実施 

健康推進課 

 

 

 

 

 

・医療機関から保健指導指示のあった人への栄養指導の実施 健康推進課 医療機関 

・低栄養や重症化リスクのある人への個別支援の実施 高齢福祉課 

食環境の整備 主体 連携 

・ほっかいどうヘルスサポートレストラン事業の情報提供、登録 

の推進 

室蘭保健所 

 

健康推進課 

商工会議所 

・食育を推進する人材の養成・育成 

 

 

健康推進課 

 

 

室蘭保健所 

食育センター 

食生活改善協議会 

・家庭から排出される生ごみを市堆肥センターで堆肥化、販売 農務課  

・食品の安全や食品ロス削減についての情報提供 健康推進課 消費者協会 

 

評価指標 
現状値 

（R4年度） 
目標値 

適正体重を

維持している

人の増加 

肥満傾向にある子どもの割合（小５） 17.5％ 現状値より減少 

ＢＭＩ25以上の人の割合（40～69歳） 
男性：40.3％ 30％未満 

女性：25.7％ 15％未満 

やせ傾向の人の割合（65歳以上） 16.1％ 13％未満 

１日３食食べ

る人の増加 

１日３食食べる子どもの割合（小６） 91.0％ 100％ 

朝食を欠食する若い世代の割合（妊婦） 30.3％ 15％以下 

野菜摂取量 223.3ｇ 350ｇ以上 

果物摂取量 把握なし 200ｇ 

ほっかいどうヘルスサポートレストランの登録数 ７店舗 現状より増加 

数値目標 
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３ 身体活動・運動       

市民の行動目標 

乳幼児・学齢期 ・家族や友人と一緒に、体を使った遊びや運動を楽しもう 

・運動やスポーツ活動など体を動かす余暇活動に親しもう 

・スマートフォンやタブレット、ゲーム機、パソコンの利用時間を減らし、こまめ

に体を動かそう 

成人・壮年期 ・今よりも歩行時間や歩数を増やそう 

・座位時間を減らし、意識して身体活動を行おう 

・運動習慣のない人はアプリや動画などを活用し、楽しみながら、自分にあっ

た運動を始めよう 

・運動習慣を身に付け、ストレス発散や、生活習慣病予防に役立てよう 

高齢期 ・無理をせず、自分の健康状態に合わせて体を動かそう 

・買い物、散歩など積極的に外出しよう 

・人とつながり、仲間と楽しく運動しよう 

 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

運動・身体活動の必要性や効果についての情報提供 主体 連携 

・健康づくりサポーター等での出前講座で運動に関する情報

提供 

健康づくりサポ

ーター 

健康推進課 

 

・企業や学校での会報誌などでの情報提供 学校 

職域・事業所 

健康推進課 

指導室 

日常生活に運動を取り入れるためのきっかけづくり 主体 連携 

・気軽に参加できる運動サークルや介護予防グループ、運動

教室に関する情報提供 

健康づくりサポ

ーター 

健康推進課 

自治振興室 

生涯学習課 ・気軽に楽しめるニュースポーツの普及 スポーツ推進員 

・学校の休み時間を使って気軽に楽しめる運動や遊びの実施 学校 指導室 

市民が身近にスポーツや運動を楽しめる環境づくり 主体 連携 

・自治会やスポーツ少年団における運動やレクリエーション活

動の中で、幅広い世代が参加できる運動の機会を提供 

自治会 

スポーツ少年団等 

自治振興室 

生涯学習課 

・スポーツ施設等で様々な運動教室を開いて、スポーツや運

動を楽しめるような環境づくり 

体育館 

スポーツ推進員 

生涯学習課 

 

・健康づくりサポーター等の出前講座を行い、自治会や老人ク

ラブ、介護予防グループ、育児サークルなどの様々な場所で

の運動機会の提供 

健康づくりサポ

ーター 

自治会 

老人クラブ 

介護予防グループ 

健康推進課 

 

具体的な取り組み 
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（２）行政の取り組み 

運動・身体活動の必要性や効果についての情報提供 主体 連携 

・広報紙や SNSなどの媒体を活用して運動や毎日プラス

10分の身体活動に関する情報提供 

・働き盛り世代や運動習慣のない人に向けた、手軽に取り

組める身体活動の周知 

・仕事、家事、子育て、スポーツ、体を動かす遊び、余暇活

動、移動などの生活活動全てが身体活動であることの 

周知 

健康推進課 自治振興室 

高齢福祉課 

子育て支援課

学校教育課 

生涯学習課 

健康づくりサ

ポーター 

日常生活に運動を取り入れるためのきっかけづくり 主体 連携 

・運動を始めるきっかけとなる運動施設や公園についての

情報発信 

・広報紙や SNSなどの媒体を活用し、運動に関するイベン

トや運動教室の情報発信・参加勧奨 

生涯学習課 自治振興室 

 

 

 

・気軽に参加できる運動サークルや介護予防グループに 

関する情報発信 

生涯学習課 

高齢福祉課 

 

・健康づくりサポーターの活動支援 健康推進課 健康づくりサ

ポーター 

市民が身近にスポーツや運動を楽しめる環境づくり 主体 連携 

・関係団体と連携し、各種スポーツ施設の有効活用の推進 

・身近にスポーツができるよう学校施設開放事業の継続 

生涯学習課  

 

 

 

 

  

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

１回 30分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施

している人の割合 
42.4% 50%以上 

日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以

上実施している人の割合 
52.9% 60%以上 

１日の総運動時間が 60分未満の小学５年生の割合 
男子 9.9% 4.4%以下  
女子 14.8% 7.2%以下 

数値目標 
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４ 休養・こころの健康（自殺対策計画） 

市民の行動目標 

乳幼児・学齢期 ・自己肯定感を高めよう 

全世代 ・ストレスとうまくつきあい、質の良い睡眠を心がけよう 

・社会とのつながりや生きがいを持とう 

・うつ病などこころの健康に関心を持ち、正しい知識を持とう 

・一人で悩みを抱え込まず、身近な人に相談したり社会資源を活用しよう 

・悩んでいる人に気づき、声かけや話を聞き、相談機関などにつなげるように

努めよう 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

こころの健康づくりに関する情報提供 主体 連携 

・働く人のメンタルヘルスに関する情報提供 

・市民健康講座などによる普及啓発・非行防止 

・薬物乱用防止教室の実施 

・救命講習会（いのちの大切さについて）の実施 

職域・事業所 

医療機関 

警察署 

消防署 

健康推進課 

 

家族支援・社会参加・生きがいづくり 主体 連携 

・家族会等のグループ支援（自死遺族会、ひきこもり

家族交流会、アルコール問題を抱える家族の集い） 

・民間団体による家族交流等の機会の確保 

・高齢者や子どもの居場所づくり、社会参加の充実 

室蘭保健所 

ボランティア団体 

 

健康推進課 

高齢福祉課 

社会福祉課 

子育て支援課 

相談体制の充実 主体 連携 

・ 「こころの健康相談」や精神疾患に関する相談支援 

・生活・福祉の心配事や各種資金の貸付に関する相

談の実施 

室蘭保健所 

社会福祉協議会 

 

健康推進課 

社会福祉課 

 

 

 

 

・地域住民が抱える悩みや心配事の相談、専門機関

との連携 

民生委員児童委員

協議会 

・障がいのある方やその家族からの相談、関係機関

との連携調整 

障がい者総合相談

支援センター 

・介護を必要とする方やその家族からの相談、関係機

関との連携調整 

地域包括支援セン

ター 

高齢福祉課 

・いじめ対策等各種会議における学校内や学校間で

の児童生徒に関する情報の共有 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

の配置 

学校 

 

 

指導室 

学校教育課 

 

・職場、雇用など労働問題に関する相談や相談窓口

の紹介 

商工会議所     

労働雇用相談機関 

商工観光課 

 

具体的な取り組み 
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（２）行政の取り組み 

質の良い睡眠やこころの健康に関する情報提供 主体 連携 

・広報紙やパネル展示、健康教育等で、各世代に向けた質の

良い睡眠やこころの健康に関する情報提供 

・「こころの相談」や家族会等の情報提供 

健康推進課 

社会福祉課 

 

室蘭保健所 

 

・児童・生徒・保護者向け SNS等を活用した相談の周知 指導室 学校 

・「SOSの出し方に関する教育」などの思春期教育の実施 健康推進課 

ネットワーク体制の整備 主体 連携 

・関係機関や関係課と情報共有及びネットワーク体制の整備 健康推進課 室蘭保健所 

相談体制の充実 主体 連携 

・産前産後うつ病の早期発見とハイリスク者への支援 健康推進課 医療機関 

・健康相談や育児相談、教育相談を行う中で、必要に応じて

関係機関と連携 

 

健康推進課 

子育て支援課

指導室 

相談支援機関 

・生活に関する各種相談・サービス提供を行う中で、必要に

応じて関係機関と連携 

社会福祉課 

子育て支援課

高齢福祉課 

生活支援室 

市民課 

相談支援機関 

人材育成 主体 連携 

・ゲートキーパー研修会の開催 健康推進課  

社会参加・生きがいづくり 主体 連携 

・高齢者の介護予防やボランティア活動、生涯学習等による 

社会参加活動への支援 

高齢福祉課 

生涯学習課 

ボランティア団

体 

 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合 
小 6：76.6％ 

中 3：85.8％ 
80％以上 

思春期教育の中で「SOSの出し方に関する教育」の実施 ０校 ９校 

睡眠で休養が十分とれている人の割合 79.5% 80％以上 

毎日の生活に満足している後期高齢者の割合 93.5％ 現状維持 

ゆったりした気分で子どもと過ごす時間がある割合（3歳児） 70.6％ 75％以上 

EPDS９点以上の産婦のうち、産後１か月時点での産後うつ病

のハイリスク者の割合 
13.3％ 9.7％以下 

自殺死亡率（人口 10万対） 15.0 10.5以下 

数値目標 
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５ 飲酒       

市民の行動目標 

乳幼児・学齢期 飲酒をしないようにしよう 

成人・壮年期 

高齢期 

・生活習慣病のリスクを高める飲酒について知り、適正飲酒を心がけよう 

・週 1回はアルコールを飲まない日をつくるよう努めよう 

全世代 生活習慣病のリスクを高める飲酒について学ぼう 

 

 

 

（１）地域の取り組み 

適正飲酒についての普及啓発 主体 連携 

・診療を通じて適正飲酒について情報提供・助言 医療機関 健康推進課 

 ・職員や組合員を対象とした広報紙などで、アルコールが

健康に与える影響や適正飲酒について情報提供 

職域・事業所 

・栄養教室の場などを利用して、アルコールが健康に与え

る影響や適正飲酒について市民への情報提供 

食生活改善協議

会 

 

（２）行政の取り組み 

適正飲酒についての普及啓発 主体 連携 

・広報紙やホームページなどで、アルコールが健康に与え

る影響や適正飲酒について周知啓発 

健康推進課 室蘭保健所 

 

・学校・職場等での健康教育による周知啓発(がん教育を

含む) 

健康推進課 学校 

職域・事業所 

・母子保健事業における親世代を対象とした適正飲酒に

ついての普及啓発 

健康推進課  

リスク飲酒者への個別指導 主体 連携 

・AUDIT（オーディット）を活用した飲酒習慣のスクリーニン 

グ・保健指導 

・保健指導や栄養指導において、アルコールと健康との 

関連についての情報提供や適正飲酒の勧奨・保健指導 

・母子手帳交付時に飲酒をしている妊婦への禁酒指導 

健康推進課  

 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

一度に多量の飲酒をしている者の割合（1日当たり男性 2

合以上、女性１合以上） 
21.6% 10%以下  

数値目標 

具体的な取り組み 



40 

 

６ 喫煙  

市民の行動目標 

乳幼児・学齢期 喫煙の害を知り、喫煙しないようにしよう 

成人・壮年期・ 

高齢期 

・妊婦の喫煙、受動喫煙をなくし、分煙・禁煙に努めよう 

・習慣的な喫煙をなくし、受動喫煙を防ごう 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

喫煙が健康に及ぼす影響についての情報提供 主体 連携 

・診療を通じて、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響と

禁煙の効果等について指導 

医療機関    

室蘭歯科医師会 

健康推進課 

・職員や従業員へ喫煙の害について情報提供 職域・事業所 

・職場内において、禁煙を推進するポスターの掲示 商工会議所 

受動喫煙の防止 主体 連携 

・職場内において分煙・禁煙の実施 職域・事業所 健康推進課 

・医療機関や多数の人が利用する施設の敷地内または

建物内禁煙の実施 

医療機関    

施設管理者 

禁煙支援体制の充実 主体 連携 

・禁煙を希望する職員に対し、禁煙継続支援 職域・事業所 健康推進課 

・禁煙希望者に対し、禁煙治療の実施 禁煙外来 

（２）行政の取り組み 

喫煙が健康に及ぼす影響についての情報提供 主体 連携 

・広報や各種保健事業の際に喫煙や受動喫煙が健康に

及ぼす影響と禁煙の効果について情報提供 

・職場・学校での健康教育の実施 

健康推進課 室蘭保健所 

受動喫煙の防止 主体 連携 

・庁舎敷地内禁煙または建物内禁煙の実施 総務課 室蘭保健所 

・保健所と連携し「きれいな空気の施設」の拡大を図る 室蘭保健所 健康推進課 

施設所管課 

禁煙支援体制の充実 主体 連携 

・禁煙希望者に対する禁煙支援の実施 健康推進課 禁煙外来 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

成人の喫煙率（40～74歳） 13.5% 12.0%以下 

妊婦の喫煙率 2.5% ０％ 

育児期間中の両親の喫煙率 
父親 34.7% 20％以下 

母親 8.6% 4.0%以下 

数値目標 

具体的な取り組み 
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７ 歯・口腔         

市民の行動目標 

全世代 ・むし歯や歯周病予防に関心を持ち、正しい歯みがきを実践しよう 

・よくかんで食べる習慣を身につけよう 

・定期的な歯科検診・保健指導で、口腔内の健康状態を確認しよう 

    

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

歯や口腔の健康についての情報提供 主体 連携 

・歯の健康イベントや診療等を通じて、歯や口腔内の健康が

全身に及ぼす影響についての情報提供 

室蘭歯科医師

会 

健康推進課 

・定期的な歯科検診の必要性についての周知啓発 健康づくりサポーター 

・職員や従業員を対象とした広報紙などで、歯や口腔の健

康についての周知啓発 

職域・事業所 

・栄養教室などでよくかむ料理のレシピを提供          

・歯や口腔について学習会を開催 

食生活改善協

議会 

（２）行政の取り組み 

歯や口腔の健康についての情報提供 主体 連携 

・乳幼児健診・相談の場等を通じた歯の健康習慣について

の情報提供 

健康推進課 

 

健康づくりサ

ポーター 

・広報紙や健康教育を通じて、口腔機能と全身の健康への

影響や定期的な歯科健診の必要性について情報提供 

健康推進課 室蘭歯科医

師会 

・よくかむ料理のレシピを取り入れた栄養教室の開催 健康推進課 食生活改善

協議会 

口腔内の健康管理の実施 主体 連携 

・乳幼児・児童・生徒への歯科健診、保健指導の実施 

・フッ素塗布、フッ化物洗口の実施 

 

健康推進課 

子育て支援課

学校教育課 

室蘭歯科医

師会 

・マタニティ教室における歯科健診の実施 

・歯科検診、保健指導の実施 

・口腔がん検診の実施 

健康推進課 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

むし歯のない３歳児の割合 82.5％ 95％以上 

12歳児の一人平均むし歯数 0.75本 現状維持 

50歳以上におけるそしゃく良好者の割合 66.9％ 80％以上 

過去１年間に歯科検診を受けた人の割合 30.8% 95％以上 

数値目標 

具体的な取り組み 
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８ 健康を支える社会環境整備 

市民の行動目標 

全世代 ・地域の健康づくりの場に積極的に参加しよう 

・健康に関する情報を正しく選び、活用しよう 

 

 

 

（１）地域・学校・職場・関係団体の取り組み 

健康を支える社会環境整備 主体 連携 

・市と協働した健康情報の周知や健康づくりイベントの開催 健康づくりサポ

ーター 

健康推進課 

 

・職場内で健康づくりに取り組み、従業員の健康づくりを後押

しする 

職域・事業所 商工会議所 

 

（２）行政の取り組み 

健康を支える社会環境整備 主体 連携 

・健康づくりサポーター事業の利用促進 

・企業・民間団体と連携した保健事業の実施 

・SNSやウェブを利用した様々な健康情報の発信 

健康推進課 健康づくりサポ

ーター 

職域・事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 
現状値 

（R４年度） 
目標値 

健康づくりサポーターの利用者数（出前講座等で健康課題や

サポーターの説明を受けた人数） 
192人 400人以上 

保健事業の周知協力・協働実施している企業・団体数 16社・団体 現状より増加 

数値目標 

具体的な取り

組み 
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第６章 計画の推進体制 

本計画の基本理念である「市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活でき、誰一人取り残さない

持続可能な健康づくり」を実現するためには、市民や関係団体、行政などが一体となって、健康づく

りを進めていくことが重要です。 

 健康づくりは幅広い分野にまたがるものであることから、市民をはじめ、様々な団体が計画に示さ

れた課題や目標を共通理解し、相互に連携しながら計画を推進することが大切です。 

 また、計画の課題や目標を広く理解してもらうために、各種保健事業の実施の際に、計画内容の

説明や広報、ホームページ等を通じて積極的な周知に努めます。 

 

市民や関係団体、行政等の連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・家庭

職域・事業所
（健康づくり
サポーター等）

保健医療団体
（医師会等）

食・スポーツ

関連団体

地区組織（自治会、
介護予防グループ等）

行 政

子育て支援機関・
学校

福祉関係団体・
事業所
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第７章 計画の進行管理と評価 

 １ 計画の進行管理 

   計画的に取り組み進めるために、PDCAサイクルに沿って目標の達成状況を定期的に評価

し、改善を図ることが重要です。 

そのため、毎年度の事業実績を把握し、健康づくり事業の協議機関である「伊達市健康づくり

推進協議会」と庁内関係課で構成する「健康づくり伊達 21推進会議」において評価・意見聴取を

行い、分野ごとの数値目標が達成するように取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 計画の評価 

各施策の進捗状況や効果を検証するために、計画開始後６年（2029（令和 11）年度）を目途に 

中間評価と見直しを行い、計画開始後 11年（2034（令和 16）年度）に最終評価を行います。 

 

３ 評価区分と評価判定の考え方  

目標項目の評価は国の評価区分にならい、下記のとおり A、B、C、Dの４段階で評価します。

なお、評価困難な目標項目は E とします。 

＜目標項目の評価区分＞ 

策定時の値（ベースライン）と直近値の比較 

A 目標値に達した 

B 目標値に達していないが改善傾向 

C 変わらない 

D 悪化している 

E 評価困難 

 

伊達市健康づくり 

推進協議会 

健康づくり伊達 21 

推進会議 

Do

実施

Check

評価

Act

改善

Plan

計画
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各目標項目の評価においては、まず、評価時点での直近値を目標値と比較し、目標値に達したか

どうかを判定します。直近値と目標値の評価年度にずれが生じた場合においても、推計せずに得ら

れた値から分析・評価します。 

   目標値に到達していない項目においては、ベースライン値と直近値を比較してベースライン値から

の改善・不変・悪化を判定します。なお、ベースライン値からの改善・不変・悪化の判断は、統計学的

に優位かつ「最小変化範囲」以上の変化があるかどうかによって判断します。 

   「最小変化範囲」とは、ベースライン値から目標値に向けて原則 30％以上の改善、もしくは、ベー

スライン値から相対的に原則５％以上の悪化とします。 

   

＜評価判定のイメージ（図中の値は説明用の仮想値）＞ 

（資料：健康日本 21（第三次）推進のための説明資料） 

 

 

 

 

 

 

 



分野別評価指標と目標値

分野 ベースライン 用いた資料 目標値
目標値設定の

考え方

第1号被保険者 19.8% 増加の抑制
高齢化率の増加が見込まれることか
ら、「減少」ではなく「増加の抑
制」と設定

第2号被保険者 0.3% 現状値より減少
目標値に達したため引き続き減少を
目指すこととして設定

がん死亡者数 133人
北海道保健統計年報（令和3
年） 現状値より減少 第4期がん対策推進基本計画と同様

胃がん 5.7%

肺がん 12.4%

大腸がん 10.6%

子宮がん 5.8%

乳がん 7.0%

特定健康診査受診率 32.0% 60％以上

特定保健指導実施率 49.0% 60％以上

心疾患・脳血管疾患の死亡者数 98人
北海道保健統計年報（令和3
年） 現状値より減少

目標値に達したが取り組みが必要な
項目のため、引き続き「減少」と設
定

該当者 21.5% 16.1％以下

予備群者 11.5% 8.6％以下

血圧受診勧奨者*1の割合 40.4% 35.3％以下
道の目標値である「男性40％」「女
子30.5％」の平均をとって設定

LDLコレステロール160㎎/dl以上の者の割合 10.1% 7.6%以下
国と同様の減少率（現状値の25%）
を用い設定

HbA1c受診勧奨者*２の割合 9.0% 現状値より減少
目標値に達しているが、取り組みが
必要な項目のため、「現状値より減
少」と設定

HbA1c受診勧奨者*３の治療状況の割合 88.3% 現状値より増加
すでに高い受診率であるが、治療に
つなげる取り組みは引き続き必要で
あるため、「増加」と設定

生活習慣病を原因とした人工透析新規導入者の人数 12人 現状値より減少
糖尿病だけではなく他の生活習慣病
への取り組みも重要であることから
新たに設定

再掲）糖尿病性腎症による人工透析新規導入者の人数 ５人 現状値より減少 国の目標項目と同様

児童・生徒を対象としたがん教育の実施 ６校
思春期教育実績（令和4年
度） ９校

市立学校全てに実施することとし設
定

肥満傾向にある子どもの割合（小５） 17.5%
学校保健統計調査（令和４年
度） 現状値より減少 成育医療等基本方針の目標値と同様

男性 40.3% 30％未満

女性 25.7% 15％未満

やせ傾向の人の割合（65歳以上） 15.8%
国保データベースシステム
（令和4年度） 13％未満 国の目標値と同様

１日３食食べる子どもの割合（小６） 91.0%
全国学力学習状況調査（令和
4 年度） 100% 北海道教育推進計画と調和

朝食を欠食する若い世代の割合（妊婦） 30.3%
妊娠届出時アンケート（令和
4年度） 15%以下 第４次食育推進計画より設定

野菜摂取量 223.3ｇ
保健事業参加者アンケート
（令和4年度） 350ｇ以上 国・道の目標値と同様

果物摂取量 把握なし ― 200ｇ 国の目標値と同様

ヘルスサポートレストランの登録数 7店舗
ほっかいどうヘルスサポート
レストラン登録施設（令和４
年度）

現状より増加 実績をもとに算定

42.4%
国保データベースシステム
（令和4年度） 50%以上 国の目標値と同様

52.9%
国保データベースシステム
（令和4年度） 60%以上

国の目標値（現状値＋10％ポイン
ト）を参考に設定

男子 9.9% 4.4%以下

女子 14.8% 7.2%以下

栄
養
・
食
生
活

国の目標値と同様

成育医療等基本方針の目標値と同様
全国体力・運動能力、運動習
慣等調査（令和3年度）

評価指標

BMI25以上の人の割合（40～69歳）

１日の総運動時間が60分未満の小学５
年生の割合

生
活
習
慣
病

身
体
活
動
・
運
動

１回30分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以
上実施している人の割合

日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時
間以上実施している人の割合

地域保健・健康増進事業報告
(令和4年度)

特定健診・特定保健指導実施
結果集計表等（法定報告速報
値）（令和4年度）

国保データベースシステム
（令和4年）

国保データベースシステム
（令和4年）
＊１：Ⅰ度高血圧以上
＊２：HbA1c6.5以上の受診
勧奨判定者
＊３：HbA1c6.5以上のうち
の治療者

要介護認定率

がん検診受診率

更生医療受給者情報（令和４
年度　社会福祉課資料）

メタボリックシンドローム
該当者又は予備群者の割合

国保データベースシステム
（令和４年度）

国保データベースシステム
（令和4年度）

第4期がん対策推進基本計画と同様

第4期医療費適正化計画と同様

第4期医療費適正化計画と同様

60%以上

資料1



分野別評価指標と目標値

分野 ベースライン 用いた資料 目標値
目標値設定の

考え方
評価指標

資料1

自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合
小６：76.6％
中３：85.8％

全国学力・学習状況調査（令
和4年度） 80％以上 実績をもとに算定

0校
思春期教育実績（令和4年
度） ９校

市立学校全てに実施することとし設
定

睡眠で休養が十分とれている人の割合 79.5%
国保データベースシステム
（令和4年度） 80％以上 国の目標値と同様

毎日の生活に満足している後期高齢者の割合 93.5%
国保データベースシステム
（令和4年度　後期高齢者） 現状維持 実績をもとに算定

70.6%
子育てアンケート（令和4年
度） 75％以上 成育医療等基本方針の目標値と同様

13.3%
新生児訪問実績（令和4年
度） 9.7％以下 成育医療等基本方針の目標値と同様

自殺死亡率（人口10万対） 15.0
厚生労働省「地域における自
殺の基礎資料」（令和３年
度）

10.5以下
国（地域総合自殺大綱）と同様の減
少率（30％以上減少）を用い設定

飲
酒

21.6%
国保データベースシステム
（令和4年度） 10%以下 国の目標値と同様

成人の喫煙率（40～74歳） 13.5%
国保データベースシステム
（令和４年度） 12.0％以下 国の目標値と同様

妊婦の喫煙率 2.5%
妊娠届時アンケート（令和4
年度） 0% 成育医療等基本方針の目標値と同様

父親 34.7% 20％以下

母親 8.6% 4.0％以下

むし歯のない3歳児の割合 82.5% 3歳児歯科健診（令和4年度） 95％以上 成育医療等基本方針の目標値と同様

12歳児の一人平均むし歯数 0.75本
学校定期歯科健診実績（令和
4年度） 現状維持

国・道の目標値1.0を達成しているこ
とから設定

50歳以上におけるそしゃく良好者の割合 66.9%
成人歯科保健に係る道民歯科
保健実態調査（令和4年度） 80％以上

国（国民健康・栄養調査）の目標値
と同様

過去1年間に歯科検診を受けた人の割合 30.8%
成人歯科保健に係る道民歯科
保健実態調査（令和4年度） 95％以上

国（国民・栄養調査）の目標値と同
様

192人
だてまちカードポイント付与
時のアンケート（令和4年
度）

400人以上 実績をもとに算定

16社・団体
健康づくりサポーター登録
数、保健事業に連携・協力し
ている企業数（令和4年度）

現状より増加 実績をもとに算定

思春期教育の中で「SOSの出し方に関する教育」の実
施

一度に多量の飲酒をする者の割合
（1日当たり男性2合以上、女性1合以上）

成育医療等基本方針の目標値と同様
子育てアンケート（令和4年
度）

環
境
整
備

健康づくりサポーターの利用者数（出前講座等で健康
課題やサポーターの説明を受けた人数）

保健事業の周知協力・協働実施している企業・団体数

喫
煙

休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康

育児期間中の両親の喫煙率

EPDS9点以上の産婦のうち、産後1か月時点での産後
うつ病のハイリスク者の割合

ゆったりした気分で子どもと過ごす時間がある割合（3
歳児）

歯
・
口
腔



 

伊達市健康づくり推進協議会要綱 

 

 (設置) 

第１条  市民の健康増進を図るため、伊達市健康づくり推進協議会(以下｢協議会｣と 

いう｡)を置く。 

 (所掌事項) 

第２条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 健康づくり推進事業の総合的な施策に関すること。 

  (2) 計画の策定に関すること。 

 (組織) 

第３条  協議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者で構成する。 

 (1) 保健医療関係者 

 (2) 福祉関係者 

 (3) 学識経験者 

 (4) その他市長が必要と認めた者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期 

は、前任者の残任期間とする。 

 (会長及び副会長) 

第４条  協議会に会長及び副会長を置く。 

２  会長及び副会長は、委員の互選による。 

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 (会議) 

第５条  協議会の会議は会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する 

ところによる。 

 (庶務) 

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

  (その他) 

第７条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定め 

る。 

附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月８日から施行する。 

 

 

 

資料２ 



 

                           敬称略(役職・50音順) 

 

 

 

 

 

 

伊達市健康づくり推進協議会委員名簿 

 

 所属団体 役  職 氏   名 

委員長 胆振西部医師会 会  長 坪   俊 輔 

副委員長 伊達市社会福祉協議会 理  事 藤 本 恭 子 

委員 
室蘭歯科医師会胆振西部 

地区運営協議会 
幹  事 岩 渕 英 明 

委員 伊達睦会 事務局長 大 越 祐 平 

委員 伊達市農業協同組合 女性部長 大 平 愛 子 

委員 京王幼稚園  園  長 小 倉 哲 彦 

委員 北海道薬剤師会室蘭支部 支部監事 上 條 賢 治 

委員 
胆振総合振興局保健環境部 

保健行政室(室蘭保健所) 
企画総務課長 黒 坂 直 樹 

委員 伊達赤十字病院  事務部長 後 藤 達 也 

委員 伊達市養護教諭会 養護教諭 近 藤 淳 子 

委員 大滝区住民  鈴 木 喜代志 

委員 まちづくり人材バンク  田 中 龍 夫 

委員 伊達市食生活改善協議会 会  長 畠 山 隆 子 

委員 伊達市スポーツ協会 事務局次長 吉 川 修 一 

委員 伊達商工会議所 専務理事 渡 部 貴 志 

資料３ 



 

健康づくり伊達２１推進会議設置規程 

 

(設置) 

第１条 健康増進計画｢健康づくり伊達 21｣(以下｢計画｣という。)は、国の｢健康日本

21｣の趣旨に沿い、一次予防を重視した健康寿命の延伸等を目的とするもので、こ

の計画の進行管理のため健康づくり伊達 21 推進会議(以下｢推進会議｣という。)を

設置する。 

(所掌事項) 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 計画当該年度の方向性を確認し、目標及び活動の具体化に向けて検討すること｡ 

(2) 計画当該年度の実施結果について評価を行い、次年度へ向けての計画案を立て 

ること。 

(3) その他計画の推進に関すること。 

(組織) 

第３条 推進会議は、企画財政課、自治振興室、社会福祉課、子育て支援課、高齢福

祉課､保険医療課、農務課、商工観光課、学校教育課、生涯学習課、食育センター、

指導室及び健康推進課の課長及び室長をもって構成し、必要に応じて関係する課を

加える。 

(推進会議の開催) 

第４条 推進会議は、健康推進課長が招集し、これを主催する。 

２ 会議は、年度当初及び予算編成時における全体会議により基本的事項を確認する

ものとし、各事業の実施に当たっては関係課による個別会議を開催する。 

３ 会議には、必要に応じ関係機関・団体等からの出席を求め、意見を徴することが 

できるものとする。 

(庶務) 

第５条 会議の庶務は健康推進課において行う。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 16 年６月１日から施行する。  

 （中略） 

   附 則 

この規程は、令和元年９月１日から施行する。  

   附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。  

   附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

   附 則 

この規程は、令和５年 11 月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

資料４ 



 

第３次健康づくり伊達21策定経過 

 

策定委員会 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

第１回健康づくり推進協議会 

(令和５年７月 20 日) 

＜議題＞  

＊第２次健康づくり伊達 21 の最終評価の

報告 

＊第３次健康づくり伊達 21 策定の方向性

とスケジュールについて説明 

 

 

 

 

 

 

第２回健康づくり推進協議会 

(令和５年 12 月６日) 

＜議題＞ 

＊計画素案に対する意見聴取 

 

 

 

 

 

 

第３回健康づくり推進協議会 

(令和６年３月５日) 

＜議題＞ 

＊計画案の最終確認  

第１回健康づくり伊達 21 推進会議 

(令和５年６月 16 日) 

＊第２次健康づくり伊達 21 の最終評価

の報告 

＊第３次健康づくり伊達 21 策定の方向

性とスケジュールについて説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回健康づくり伊達 21 推進会議 

(令和５年 11 月８日) 

＊計画素案の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 市民意見の公募 

(令和６年 1 月 17 日～２月 15 日) 

 

 

 

 

  

 

 

 

資料５ 



用語解説 

行 

掲

載

項 

用語 解説 

あ

行 32 アピアランスケア 

医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外

見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減する

ケアのこと。 

１

他 
一次予防 

生活習慣の改善や生活環境の改善によって生活

習慣病などの疾病予防や健康増進を図ること。 

10 HDL-コレステロール 

血管に付着した余分なコレステロールを運び去

り、動脈硬化を防ぐもので、善玉コレステロー

ルとも呼ばれる。 

21 

他 

エジンバラ産後うつ質問票 

EPDS 
(イー・ピー・ディー・エス) 

産後うつ病のリスクを把握するための質問票

で、基本的なメンタルケアを行うためのツール

としても用いられる。 

29

他 

SDGs 

(エス･ディー･ジーズ) 

Sustainable Developmental Goals(持続可能な

開発目標)の略で、2015 年９月の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」に記載された、2030年までに持続

可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。

17 のゴール・169 のターゲットから構成されて

いる。 

10

他 
LDL-コレステロール 

肝臓でつくられたコレステロールを全身に運ぶ

働きがあり、増えすぎると動脈硬化が進行し、

脳卒中や心筋梗塞になりやすくなる。悪玉コレ

ステロールとも呼ばれる。 

39 AUDIT(オーディット) 

世界保健機関(WHO)によって開発された問題飲

酒のリスクを把握するテストで、早期発見・早

期介入のツール。 

26 オーラルフレイル 

加齢とともに口のまわりの筋肉の衰えや、だ液

の量が減少することにより、むせや食べこぼ

し、口の乾燥など、口の機能が低下すること。 

か

行 
35

他 
介護予防グループ 

地域で定期的に集まり、体操やレクリエー

ションなどの介護予防を行う高齢者の自主

グループのこと。  

８

他 
拡張期血圧 

心臓が拡張して血液を吸い込んだときの血管壁

にかかる圧力で、最小血圧や下の血圧とも呼ば

れる。抹消血管の動脈硬化や血管の弾力性の低

下によって値が高くなりやすい。 

40 きれいな空気の施設 

「受動喫煙ゼロ」を目指し、屋内完全禁煙に取

り組んでいる第二種施設(飲食店を除く)を北海

道が登録し、ステッカーを交付しホームページ

で紹介している。 

38 ゲートキーパー 

悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる

人のことで、「変化に気づく」「じっくりと耳

を傾ける」「支援先につなげる」「温かく見守

る」役割が期待される。 

１

他 
健康寿命 

日常生活に制限がなく心身ともに健康に過ごす

ことができる期間のこと。 

資料６ 



行 

掲

載

項 

用語 解説 

１

他 

健康づくり 

サポーター 

サポーターとして市に登録し、市と協働で健康

づくりに取り組んでいる団体・企業・個人等の

ことをいう。 

12 更生医療 

18歳以上で身体障害者手帳を所持している方を

対象に、障がいを軽減し、日常生活能力、職業

能力を回復改善することを目的に行われる医療

のこと。 

５

他 

国保データベース 

システム 

国保保険者や後期高齢者医療広域連合における

保健事業の計画の作成や実施を支援するため、

国保連合会が健診・保健指導、医療、介護の各

種データを利活用して、統計情報や個人の健康

に関するデータを作成するシステム。 

さ

行 
25

他 
歯科健診(検診) 

歯科健診は歯や口腔状態の健康について確認す

るもので、学校などの集団健診として行う。歯

科検診は虫歯や歯周病など疾病の早期発見、早

期治療を目的としており、歯科医院で個別に行

うもの。 

21

他 
自己肯定感 

ありのままの自分を肯定的に受け止められる感

覚のこと。この感覚を持てると、自分も他者も

認め合い尊重しあう関係を築くことができる。 

29 脂質異常症 

血液中の脂質の値が基準値から外れた状態をい

う。脂質の異常には LDL コレステロール、HDL

コレステロール、中性脂肪の血中濃度の異常が

あり、いずれも放置すると動脈硬化の促進と関

連する。 

８

他 
収縮期血圧 

心臓が収縮して血液を全身に送り出したときの

動脈内部の圧力のことで、最大血圧や上の血圧

とも呼ばれる。 

１

他 
食育 

様々な経験を通じて「食」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができる人間を育てること。 

８ 腎硬化症 

長年の高血圧などにより、腎臓の細小動脈に障

害が起こり、徐々に腎臓の機能低下をきたすも

の。なかには急激な経過をたどる悪性高血圧に

合併する悪性腎硬化症もある。 

 

た

行 

27 地域包括連携協定 

市町村と関連する機関との協力体制を整備する

ための協定のこと。これにより、市民の健康を

総合的に支えるための連携が促進されている。 

22

他 
適正飲酒 

節度ある適度な飲酒のこと。厚生労働省は 1 日

平均純アルコール量で約 20 グラム程度を推奨

している。 

＊純アルコール量＝飲んだ量(ml)×度数(15 度

もしくは 15％なら 0.15)×0.8 

３

他 
糖尿病性腎症 

糖尿病の合併症の一つ。高血糖状態が継続して

腎機能の著しい低下が生じる。一度低下した腎

機能の回復は難しく、進行すると人工透析が必

要となる場合も多い。 



行 

掲

載

項 

用語 解説 

な

行 
32 ナッジ理論 

「ひじで軽く突く」という意味で、行動経済学

や行動科学分野において、人々が強制ではなく

自発的に望ましい行動を選択するよう促す仕掛

けや手法のことを指す。 

35 ニュースポーツ 

勝敗にこだわらず、レクリエーションの一環と

して、誰もが手軽に楽しめることをコンセプト

として考案された新しいスポーツ種目の総称。 

は

行 
44 PDCA サイクル 

「 Plan( 計 画 )→Do( 実 行 )→Check( 評

価)→Action(改善)」という一連のプロセスを

繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図

る手法の一つ。 

３

他 
BMI(ビーエムアイ) 

体格指数の一つで、肥満度を表す指標として用

いられている。体重 (㎏ )÷(身長 (ｍ )×身長

(ｍ))で算出される。 

１

他 
フレイル 

加齢に伴い心身機能が低下した「虚弱」を意味

する。身体的要因、精神的要因、社会的要因が

あり、介護が必要になる一歩手前の状態。 

１

他 
平均自立期間 

日常生活動作が自立している期間の平均のこと

で、健康寿命の考えに基づき、要介護２以上を

除いて算定される。 

１

他 
平均余命(寿命) 

平均余命は、ある年齢の人々がその後生きられ

る平均の年数。０歳児の平均余命が平均寿命に

あたり、年齢別死亡率をもとに算定される。 

11

他 

HbA1c(ヘモグロビンエーワ

ンシー) 

過去約 1～2 ヶ月の平均的な血糖の状態の判定

に使われる。この値が 5.6％(NGSP 値)以上にな

ると、糖尿病の危険性が高まる。 

34 
ほっかいどうヘルスサポー

トレストラン事業 

道内の外食料理店やコンビニエンスストア、ス

ーパーなどで、健康づくりに関する情報発信や

健康的な食事の提供など、道民の健康づくりを

サポートする北海道の取り組み。 

ま

行 
８

他 
慢性腎不全 

長期間にわたり腎臓が正常な機能(体内の老廃

物の除去、血圧の調節など)を果たせない状態

のこと。 

 

 

３

他 
メタボリックシンドローム

該当者・予備群 

特定健康診査において腹囲が男性 85cm・女性

90cm 以上で、３つの項目(高血圧、脂質異常、

高血糖)のうち１つに該当する者を予備群(メタ

ボリックシンドローム予備群と考えられる

者)、２つ以上に該当する場合を該当者(メタボ

リックシンドロームが強く疑われる者)として

いる。 
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